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Lミ}T 5'4'0 ; 3.013 I 之.3t{.L，デ?l)! rJ.ct6.~o .t ! <t'l，7o ?.?s-t I t.クt;-/

概調土-8

(4) (3) (2) )
 

''A 
(
 



都道府県名 東京都

日野市

き著足 調査 そ ))1 ) 宅地等む負担調整'て関する謂 (つづき)第 5表

(法定免 説点以上 のもの〉12521地方公共団体コー ド |表番号 !

'1 ; 3 ! 2 ; 1 i 2 ; 8 170 i 5 e 市町村名

(5) 

ケf 行一|功 有者数 地 積 | 決定価格 課 税 標 準額 筆 数
区

世守 (人〕 (m2
) I (千円) (千円) (筆〕

本 号IJによる課税がなさ れ た もの 955iO j'C -'if之 |μ
13。忌:

L.I.I/)免主~ 之ムiー_Ll_t_J 6三 6，tJ6J.ぱ/1
-寸~ .g. コ |負程調受率1.05が適用さ れ たもの 5;6:0 J~. t.J 3/ l_，t"7!J.7/之!之 f.t;'ð'/3.~31 /30，3 r~. 8"yl! ぷ三:之13

上の
M 1. 1 " 5:7:0 .3，之u_ t71.ω6  1 之t". <<~6. 之官守 //.7tt:/.)7/ lL.~之デ

" 1. 15 " 5:8;0 fρ，_li /9. t J /) ! 703./6/ ノダS.lJtぷ i /3d> 記も

5:9:0 1， " 1. 2 " 
以の

" 1. 25 " 6 ~ OiO 
タト " 1. 3 " 6:1:0 ! よ i 三三9J ! バ .1./υ! __L[_j_ s-

地 計 Z十 6 ~2: 0 J3二2li ヂ17D・l>'k'! I 31/.ヂtt.<之ダ /t./-ζ.3ltt. iI-?ダ| 五i....ll_土|

計 6!3:0 3'1-.之 73 ?主主主~ ft./-t，手 :3/8:d学8".(， 3S- l坐~よさを:8"ι 乙 S-~ι坐雪
本目Ijによる課税がなされた もの 6:4:。 ill Jt-~ど.1之/ ! ZL_U_3 71.之 33I 之 3フ

Z、ーL 負担調整率1.05が適用されたもの 6:5:0 ZO三 丘 SS3/.)71 3. / 30-，-~_lQ え.守//.702 4ど/ぷ

上の " 1. 1 " 6;610 1 /.o~ t/ 1. I 'l</. .3!.t-! 之6.S-10.9 t/~ 主!L，_ι7/.9/7 .3.乙?-6
" 1. 15 " 6~7: 0 j 6b 6/. 996 : /. 1/63. 3j“ ! /.之6Z._f"Z土 ノJZ三己ら

6'8i0 i の " " 
以の

" 1. 25 " 6'9;0 I 
ー一

外 " 1. 3 " 7;0:0 之_9__(L Lら7.8>'<乙6i _d_Q_ヱII Sヶt/.d~ <1 71"/ 
他 計 7:1:0 I /， 6'1/ .<.tJダtd412ιμ !"JI I 之!'.900. &主音 1/.士宮古

計 7:2:0 ! ノ~6 9 [) Z.(/ {)之.t It" I 3 /. ~ 3 O.アoll- ラλヲ71，'?デ/ tL.~之之
本 ~IJ ::よるよ来役力・たされたた の 7:3:0 ! tl/I t3_1. ?8"ν| _i_/.3q. bμ ! 主'/_.//(0. /， / / /. tJ D 0 

l のI負担沼楚卒1.1)5 ;':i・2弔セ れ たも の 7:，4:0 ， 2'. 7()~o/ デ i .???， !?~ 3. 7-<'11 '.33. 3ID ，s-~gi 1./，ζ4之守
‘3HR」1 

j 0.6 3 ~ご
7;5:0 4..3 ~ / I 1. 7.6 3.~ ア r. s-L_io 2.之 $'; 1 36. '1之 6 ， 9~g : 7、'?!S-上， 1. 1 

" 1. 15 " 7:60 : /6苫 __U__j>'_&_ι ¥ 之.161.，きどさ κ .!f~~. 33/! 之 70記ち

" 1. 2 " 7:7.0 i 
以 の

" 1. 25 " 7:80 ' 
ヤL

" 1. 3 " t90 i 2.i.JJ 668'， 3ノデ ! 173.之4ど乙 s-ダ，.zアs 7S"ι 
ift 弓~ T 8:00 J~. !/_之之| il2Ll一位s‘3t.i3之t"2._2立て¥ 17/ ， 之~D. /'1之 生望C. ~7 t;

ー- 8，10ι 1iごグ6"5 I fI， ZS-d'.L!t7 • .3t.J今日仁37守 1 17 _)， 1/3 D. 7.5"3! t'.t、今Jアヨ
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第 6表 農地の負担調整(:，ζ関する調 (禄足調査その 2) 

(法定免税点以上 のもの) 都近府県名 東京都

市町村 名目野市

)
 

-'& 
{
 

(21 (3) (4) (5) 

フ了 行 番 号
所 有者 数 地 積 決 定価格 課 旬 標 準 ;tJj a't E主

区
(ノ、) ( m~ ) (千円) (千円) Oit) 

9U:1iO 
24 59 島5..1 J輔品?、，

本員IJによる課税がなさ れたもの

負担調釜率1.025が適用 されたもの 。;2;。
上の " 1. 05 " uミ;o
記 も " 1. 1 " 0:410 1. 

回 。:5，0以の " 1. 15 " 
一

外 " 1. 2 " 0;6:。 f /，乙るひ 守.守Cι 4t6fl 2 
-般 計 。;7;。 s d乙bl> I 究7fJ| L//， 9 2 

計 0:8:。 ε ダw ? 
市 本則による課税がなされた もの 0:針。

負担調盤率 1.025が適用 された もの 1:0:0 I 
街

上の " 1. 05 " 1;1 iO 1 

記 も " 1. 1 " 1i2!o! 
化 畑

1:3iO 以の " 1. 15 " 

外 " 1.2 " 1:4:0 39 / /. 9 9l/ ff.j￥3 之.fl>S' ま?区

計 1:5:。 ミ? /1.守91./- !lf._ヂtt3 之.?bε き?
主主 計 1(6io w /1.守?三込 _j_f守千三 ¥ 二歪.?ps-i 一三2

*則によ る課税がな されたもの 1 :型 !
一 一一

農 負担調整率 1.025がjJj清されたちの 1;8:o! 

上 の " 1. 05 " 1!?10| 
"1 地

記も 1. 1 " 2:0:0 I " 
計

2;1:0 以の " 1. 15 " 

:;l " 
.， 2，2'0 

必.'-L!/_ι 13. .z.合'1; i企?_J_J__J_ 3.3 7ダl b t I 

ー圭4. • /l_.主乞壬J←ー」立~. J> cj r 3， ~ 7 '1 66 
Jt '1t./ j3.Z:;'-'f. /P失?11: 3.:37ピ ffJ 
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認問県名東京都

日 野 市

そ の ~ ) 農地の負担調整(て関する謂(つづき ) (補足調査

(さ定免説点以上の もの〉

同『宇崎 士全~

亮り衣

ご号

一86一

二
番

ア

;
:
一

二
表
一70
一

一
一ド

一
oo-

-
一
一
'
'
一

一

一n
r
u

一

一
コ
-
a
a
-

-体

一
1
一

二
団

ナ
o
p
-
-

一

?
共
一2
一

一・
公

一;
o
ta
--

ご方

一
3
一

土
地
一-
J

J

・-一

一

-

噌

E
4
一

;
:
 

が乃チ
一

一

タ
{
打
切

一

一

-
'
Aw
r

一

一

ヂ
」
の
み
「
'
。l
L

市 町 村名

(5) w 
謀説標 準 語

(千円〉

(3) (2) )
 

-
E
A
 

(
 

数

(筆〉

本則による課税がな された もの 92:50 

之 | ff6' I 5>3， ?" 11 負 担 調繋率1.025が適用されたもの 2:6:0 4ど

上 の " 1. 05 " 2]0 

記も " 1. 1 " 2:80 1 
田

2:90 以の 4 " 1. 15 " 

外 " 1.2 " 3:00 

二引
上

3:1.0 之 | f~6 J 計 ?，3 ?/ 

計 32・0 之 l

ftuE」出~ 
4"'3 C上一言己

3:3.0 本則 に よる課税がなされた もの

負担調整事1.025が適用されたもの 34:0 1/ I tJ 7"3 ~ L_Q_l_J_J 之4ど
以

350 " 1. 05 " 

l外
畑 記ち l卜 " 1.1 " 36U 

以の " 1. 15 " 310 

外 " 1.2 " 38:0 
の

3:9:0 ノr， 3ρf! /.{)73 : メ037|計 ~もど

4:00 LLl /J.!.P'( l 之t.t| 鹿
計 ~3 ‘ 1.037・

本目IJによる課税がなされたもの 4:10・

負 担調 fl率1.025か通用されたもの 420 n_ 19.之?午 1.1t"""1> /./ノJ ~J> 
地

4:30 上 の " 1. 05 " 

記も " 1. 1 " 4・40
計

4'5:0 以の " 1. 15 " 

4・60l~ " 1.2 " 

au 了 4'70 13 /7. 之 r~ f、Ilι ! / I? 之P
4.80 Ir.之タν l

ζr A十 /3 ___L.__L_i・4 1. ! / d> I 
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筆定 iiffi 1; 
(千円〉

決積
( m~ ) 

地者数

(人)
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第 6表農地の負担調整交関する謂(つつき) (補足兎を そ J):!) 

-
Q寸

開

ヨコ

-
r
o

一

早世

一

一

表
一

yo
一

ド

一

n
D
一

一一

2
一

コ
-
:
寸
'
-

m
一
1

一

共

一

2
一

公

一
J

I
B
-
-

方

一

q
u
一

地

一
J

I
-
-

一

一司
E
A

一
:
 

が
の
副斗
l
i
t
-
」

タ
戸付

γ

一
一

-・
9
.ハ

一

一

デ
あ
-
4

一
一

区 分

| 本則に よる課税がなされたもの

|負担純率 1.025が適用されたもの

上の! 。1.05 か

記も i " 1.1 " 
回 I

以の " 1. 15 " 

A 
口

外!

、、j
 

r
 

1. 2 

計

| 本員IJによる課税がなされたらのIHー率 1.025が適用されたも の

上の| か 1.05 " 

!JEb!" 1. 1 
焔 I

1 以の i 砂 l 15 

外ι1.2

i 計

i 本県jによる渓説がなさ れ たもの

計

i負芭調整率 l.O~5 が適用 さ れ たらの

;上のl " L 05 勿

!記も 1 " 1. 1 " 
Z十 i

1以の i " 1 15 " 

i外 N 1.2 

よ

-1-z 

早一国
「汀

計

側
一
則
一
刊
一
切
一
州
一
山
一
即
日
一
日
一
塁
側
一
塁
側
一
説
一
読
一
州
一
仰
一
川
一
川
一
川

計

(法定免税点以ょのもの)

(1) 

所有者数

(人)

之

-f
一

7
一i

じ
l

i
f

げ↓

υ一か

/3 

μ
一
打
一
打
一

積 : 決 定価熔

( m ~ ) (千円)

_H_ι; 

ι臼:
竺坐i
之.之 ~6 i 

ノrυ~ !

//.タ Fザ!

以 30之!

3ρ. 3 oZ ! 

弘三三五i

/3.之fi/'

J~乙 . S- タ F

Y之 .~IJ?

地

24 

住笠三;
/ρ1.016 : 

ノ0/.0/6; 

/.!t6 i 

T 

山~
//1.0 f s-! 
/11.Os-tl 

都道府県名 東京都

市町村 名目野市

竺関
Mm

令‘
ロ
、3
ノ

t-=
円

当
エ
ー

川山一
標

(

役瑚
d
F

(5) 

i筆 数

(筆〉
三& '69 .30 

ι
1
1
l

d一位以一
ー

ー壬

Z 
Ll_ 

11 

__L金三マ -?ちt

山一望
i

行
一
行
一
れ

/. / /? 之官

J. ~7〆 1

ι五之丞

L/.lt '1之

μ一
何
一
一
包
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特 定(既適用) 市街化区域農地の負担調整に関する調 (補足調歪 その 3) 

(法定免税点以上 の もの) 都道府県名 東京都

市町村名 日野市

)
 

'aA 
(
 

(2) (3) (4) (5) 

分 |行番号
所 有 者 数 ! 地 積 i決定価格 課税標準額 筆 数

区
(人〉 (m2

) I (千円) (千円) (筆)

本員IJによる (価絡 の 2分 の 1)課税がなされた もの 901 0 :2 54 80 

負担調整率1.05が適用されたもの 0~ 20 之t主?! 乙ノ(， μ3I 1./.~o J". o t 。 ，z./() 之 .αυ~ I S-o/ 
。~ 30 之:?/)之三 ぷ之d.L，L3 3 I zr'l.7301 '13 上 の " 1. 1 " 二三J>:

" 1. 15 " 0'4'0 
記 も

回 " 1.2 " 0・5'0' /! I，I6 I J~f(/.3 /ダ・ /o.s-1 / 
以の

" 1. 25 " 。:60
外 " 1. 3 " 0・70 l j，j ~t ・ | &uμ | 五l_，之 J3! ζ 

計 0 ~ 80 : i主主 之~L%_れ .t: 3/ 1. 7/<' 之.11学，.t"16 t_S-_Zj 
計 0・9'0 i立主 -<-"1. ?631 主主/j_._7_/ζ| 之、 (t(/1.tl-6 {s)_ 

本則に よる(価絡の 2分の 1)課税がなさ れたもの 1:00 : ダ ! ふ /6ミ 1//.6/8 tS"， ~of 1/. 
負担調楚率1.05が適用され た もの 1:10 ! _j_J_之 j，3 '1.0， 7Z3 I 33，之61>.f<-~ /37fF¢， P271 J，ミ '1b

上 の " 1. 1 " 1 ~ 2 0 ' L主上 L(lL3__i2_j 3.旦，3''6.! -<.d __Lj_立~をi 主.!z>

" 1. 15 " 130 7 よ:ρノゴー 11L3.主主」ミ 士z.之67記も

三二/ r?o， ?ロ | $6ダ， 9官。 !畑 " 1. 2 " 1:40 き之._jJ之 ど主五!
以 の

" 1. 25 " 1:50 L2_ f乙.dS-J 3fS-; ?"65" /3スa之J> 之もど

外 " 1. 3 " 1 ~ 6 'O i 
計 1]'0 __f_J_fJ_ /. t"!乙.060 3d"，之S-3.'ts-0 t.L.___2_苫3.之Z土 主6tt 

Z十 1$0 __L._L.Rj /.~J"乙~.z之 Jt. sit": ~6~ 乙z.f'3 f. /) ~ 31 き.6主1
本則に よろ(伍洛の 2分の 1)課税がなされたちの 1:90 t.f! 3.ノd之 ! //1.6/3 I t"t': !lJ? I l/ 

2:0'0 〈三五五J ζL立 7.~ s-Z ! 主?t"I 負担調塁率 1.05が適 用されたもの /.60え.えはら¥主主三 ?7J:IJ/bj 

上 の i 2:1 0 /t f.き60!立._jp_~s-3 /.デ/'??'/Il 3之3" 1. 1 " i 並1‘

" 1. 15 " 22.0 ク! tpfr! 1(j'S.もt'之 グ7，之 671 ア記も

fζ i 3iJ.o 13 i 37 t. /) <tt I !IJ t" 5十 " 1. 2 " 2;3'0 l竺 (Lf2__b._'l30 
以の

" 1. 25 " 2'4'0 ' /ア ! /之.ρ t"J! J ?"S": ? 6 .r I il2パJ>I 三笠
n " 1. 3 " 25'0 / /， I S-/， ! i主主旦31.161 之a .1/3.-<:33 ! 

2号3ゐi 260 ムミLι λP之3.デ之.3;L/s . ~73. S-6 Z ! -<.0 之 ~_~2_!{_j_ 1/. ~jζ 

五十 270 ;.! 77) L1_.?__1.___p_ r r lダ3.6'tt:/d'oi 之グ 之 ~f.tダヂ i，{.よ/6
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第 7表 特定(新適用)市街化区域農地の負担調整に関する調(つづき) (持足 調査 その 3) 

(注定免税点以上 のもの) 都道府県名 東京都

市町村 名日野市

)
 

唱

a
A(
 

(2) (3) (4) (5) 

分 ifT世Z ロ ! 所有者数 I地
積 | 決 定価格 l課 税 標 準 額 筆 数

区
守 (人〉 (rn2 

) I (千 円) I (千円 〉 (筆〕

本員IJによる(価絡の 2分の 1)課税がなさ れた もの 。2:80 ~ 1 2 b 1<4 /h 36 !汐 I!: f 3 ? お /. t" f <f 1

69 
4ら加

(うち負担調整借 置の適用を受 けない もの) 2・90i ~ 1 1.636 It". ! 3 d 1. t' f '1 4 
負担調整率1.05が泊用された もの 3:00 

立r主ヨ」| 
s-S-o.ro.fl 2盆zι4‘立主 五三些3，/<11 /.t"7.z 

上の " 1. 1 。 3:1:0 ! /1，之.ρタダ <，tK-色三m /./67 t/? 之之/

記 も| " 1. 15 " 3~ 2ü 
回

" 1. 2 " 3:3.0 ! 
以の i " 1. 25 " 3:4.0 l 
外 " 1. 3 " 350 : 

計 3:6:0 ! 五立 ; 7}ミlii_L_L之.ミ2C4f7A.jqr¢ι|¥ n..aタ67 /.7 f_3_ 
計 3:7'0 ....!.t..A.上 ¥ 7I_lL__t:3tJ__L.ζ 三li之~. ~6/ /.79 j 

本則による (価絡の 2分の 1)課税がなさ れた もの 3:80 JStI "'3之盆.3 立並'6.lt手 3 3 ~乙夕、f之 /11 
(うち負担調妥措置の適用を受け江いもの〉 3:9'0 L.2.J r.376 r之 /3d 1':之ノ3 之之，

負担調書き率1.05が適用されたもの 4:00 企豆| K'? S". 之 ~l) IJ. 4S-6.!)()! 7. /t之j_Jfl_ __LZ主単一
上の " 1. 1 " 41.0 I 3_t" i 33.6o7 60 f. 7' 7/ i 之 j'L. L3~ 7J> 
記 も | " 1. 15 " 420 ! 

畑
1.2 " 430 ! / ! t!:.ζ| 主>.73 7 i .. L_1_3_f) 乙" 

以の
" 1. 25 " 44.0 

外 " 1. 3 " 4:50 作計計 4:60 I タ/尺~ど/ 16. /) 9/， 909 

子3役l.IJ割S{l!. : 

1. J> / t，t 
計 410 i 三ζ主主主¥ 963. /) (，[(，[ i I t.主主L企孟3 /空之f

|本員Ijによ る(価熔の 2分の 1)誤授がな されたちの 480 4-0 .t，/ if. .r~ 9! 76と.P9乙! /17 
: (うち負担謁整措置の適用を受けないもの) 4:9:0 之ヨ 1 t? /)1ζlY.ooKj t ?o 2 ; ミ._?

I負担調整率 1.05がjiE有された もの 5'00 苫7/': /.ι136.0ざ士、 Z仁之之之~. /79 11.7<乙.s:'J 1つ¥ .3.3ρ4 
上 の " l. 1 51 0 -.LL..l 19t".7IJ3; 3.19s，之!.iJ 1. ifダ?タfζ j ぇ?J

" l. 15 " 5:20 ; 
5十 Je も

5'30 i / : デJ>_.z: .zs-. r 3 z I 3. ? 3 z> : " 1.2 " 之
以 の i

" 1. 25 " 5:40 
タト " l. 3 " 550 

M去ムa 560 
よユ丘三立三二 1 

1. 6 '3 ~る .7 (，ど。 之?(/ (j 3. 3 t'~ i /よ17?6 9 7 : S.ι。?
3十 570 1.672. S"""7ネミ1之c>$:7"時三 ¥i主. ~之() . 之1./5と 1 3.7之，(，(
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その 3) 特定市街化区域農地の負担読整(亡関する調(つづき )l補足調査第 7表

都道府県名 東京都

日野市
zzZ|地方公共団体コード i表芸号|
みバンチI l 

1;3:2:1!2(8!70:7 

(どを定免税ミ心上の もの1

市町村名

概調土一15

(5) 

区 分 |戸汀番寸口 所有者数 I地 積 i決定価格 課税標準額|筆
(笠数) | | (人) (m2

) I (干円 ) (千円〉

本則による(価絡の 2分の 1)課税かなされたもの '5:8:0 ;2 6 1
24 

メ1>3 t 39 ;t;空~_J>
. '4 

1. {9 <1 !'ω ι きつ

負担調選率1.05が適用されたもの 590 1-110 I 76之、 3之o>i t!b笠生_silj_ t.ωど.け3 1 二乙./33

" 1. 1 " 6:0:0 Lil__.___j_ I_ I _1 s.之o5"，7p! ~ζ7， t l/ g i 3/c，t. 上の

M 1. 15 " 61:0 
記も

図 " 1.2 " 6:2:0 I / λ/6 / 1 35ー:tμ3 ノ仏ノバ | / 
以の|

" 1. 25 " 63:0 
よロ泊、 タト " 1.3 " 64:0 ! /./~6 ! /s-I':_J _Y 6 ぷ3.之33! 」乙

計 65.0 ぷ怠 ! タf仏 76ζ ! 立'A.LL也 、 苫/bl>.'tt.3i -? tt ~7) 
計 66:0 illJ 守主6.ミ1J>1 IZ /，flt>!ι¥ d'.1るミ.p77i 之.4~6

本則による(価絡の 2分の 1)課税がなされたもの 670 38' 1 4/6. 36'5"! 豆主"7.7 I2.- 311".7る0 / /.s-
負担調笠率1.05が適用されたもの 680 : L 区w -?之 75.973 府:'7Zo 守口 ¥之ゐ.7716771 主 oニ乙 ~ 

上の " L 1 " 6:90 1St L_2_!L_f坐~ 'I.pj/;，7t/: /笠".之ノ1"" 1 3L>f 

記 も| 700 ]_j 1: Plr-I f久ふ42 1 Z " L 15 " ζtI J. 3 t之
|畑

" 1.2 " ]:10 r:ィ ! 33. fl(/i 9f6.吉之1./- Sb?，フ70 /P -6 

" 1. 25 " 720 /7 ノム os-3 ! 38'1:をるs" /_}__l_._ ρ~~ I 之<1
外 " L 3 " 730 : 

計 740 1. 7.t>d' -? ~ι。/.タ0/ 主法之三9学3士1t7宝t/1t zt.之S-/)， tS-7 ! s:年61
計 75:0 _L2_豆L 之 .~ι<Jf，之66 tt:ZtJ3.t"3/! Zt-._6{Lt，7どア ! t:ti(/ 

!料Ijによる(価悠の 2分の 1)課税がなされたもの 760 I/.L/、
dO4c f i 'k'7j.?/D‘ ミ'17，3 ~l/- /.乙 l

i負担問率1.05がj@清されたもの 770 之.() Ib、 .3. 0 ~;S， き 4之.げ_2__f_]_主主タ.l/.之.3， ~7ダ _z_j_主2
上の " L 1 7'80 之w 31>土;063: ス3ρ.Q，(/9.之 3. J6 J， JL 3 必之之

" 1. 15 " 790 7_j s-. 01S" I l主'Ll_，_ミ f1" tl，之67 7 記も

計 " L 2 " 8:0'0 タ3 I 3仁 07.土 1. 03ζ._u>Z 3 r.z. !_z__S-_ ! //77 
以の

1. 25 " 8:1.0 ι2___l /:.之 .fJ玄3 J?t-. ?ts L1_2ρ之4>1 ?~ " 

|外 " 1. 3 " 8:2:0 / I /. / S-L l主主Jばι、 1/.3乙33I -0 
8:30 よ 36/ J. ift6.t!3 ! 74.0/611/7 3.3. t.t1_1_，_ ~ダ♂ ! ?‘ w 厄ーをふi 

840 ミ.はPt 3. t"o仏 μダ! 7之.'tfD. 6::'7 i 33.?() '1. 7タ4[ 3". t> lt D 3十

一 17-
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区 分

納税義務者数 f人)

当と 定 価 格 f千円)

課税標準額{千円)

絵: 地 積(m Z) 

区 分

納税署長務者数 {人〕

決 定 f薗 格 {千円)

課 税 標 2慎 額 f千円)

総 地 積 ( m~) 

区 分

納税義務者数 f人)

決定箔洛(千円)

I i'!lヌ漂準認(千百)

地 t.ll: (m" ) 

-18-

第 8表 段階汚ij納税義務者数及び課税標準額等に関する調(浦足調盗 その-1 ) 

(1) (21 (3) 

1 0 万円末済 1 0万円以上 11 1 1万円以上 12 

の も の (7) 万円未満のもの μ) 万 円 未 満 の も の 紗 )

12 
011 :0 之d3 /3 

0」12lo 

担二三dzil ~‘ S"t" 6 6.37/ 
。|ろ10 1.~7s- 1 dヂ7J

01410 ~. ZS"11 t/.6ι7 

(7) (8) 

小 宮十 課税標準頚が

行番号|法定免税点未満のもの

i伺+仰+例+伺十同+約}

1 :5万円以上 1 6 

万円未清ぷち v) 伺

0: 1 : I 

01211 
---r-r-
日u
0~4~1 I 

1.1 
Oj I 12 

。~2 ; 2
‘ 。i3，2 

。:4;2I 

7. 

();， (1剖

4 
4之|

(Jヨ

，十j五円加万未十円肘清以+の同上 計 llli 課税芳墨ミヨヵ ll ! i 保税標準額が
件万1) 2 0  2 0万円以上 2 1 2 1万円以上 2 2 

十例 万円 ;;.~ :.者。もの(分 万円未満のもの伺

34 

b 3 I ? 

~/ζ l 'j~ど 7，之3乙 え7之ヂ !

/ /.之οL パ?.to! え.I</J>i 

/三之ヂJ: 之jダi 6.0之oi

都道府県名東京都

市町村名 日野市

(4) (5) (6) 

1 2 万円以上 13 ， 1 3万円以上 14 1 4万円以上 1:5 

万円未満のもの伺 万円未満のもの刷 万円未満のもの倒

45 

r 

J.?3d" 

立 2!
4・1.rt"1

。。
繰税標準額が

1 7万円以よ 1 8 1 

万円未満のもの肘 1

45 41 

ttG 

56 77 

」L-Aq74 

Z 

J>. t，L r之，
t t 

2ダ之 i /. /) Iど

~ tLt 

。目 (l~ 

課税標準額が

1 8万円以上 1 9 

万円未満のもの(オ

56 

課税標準額が|

1 9万円以上 201

1 万円未満のもの問|

弓 /i It，l. 

/¢ prol 
主II主 1

'1， :3 3 

(1司 。3
謀説標準一 | … 日 が 課税標準績が

2 2万円以上 2 3 2 3万円以上 2 4 2 4万円以上 2 :5 

万 円 未 満 の も の 伺 万円未賓のもの(万 万円未満のもの0')

56 77 

/J /S-! 7 
13./ρ。 /1/， L，どグζ ゐ 7.宝4ζ

3.三16 f、 4どタ 7 之.Zot"

主8'J i むらl ~ 
概調土-16



:2 

区 分

納税義務者数 f人)

決 定 価 絡 f千円 )

課税標準額 f千円)

総 地 積 (m2 ) 

区 分

納税 11.f持 者数 (人)

決 定 l面 格 f千円)

課 税標準額 f千円)

総 主包 積(m2 ) 

区 'Jj 

納税義務者数 {ノ，¥) 

決 A :五 洛 f千円)

(謀説標注羽(===-弓 )

時f
d一e向.. 

m (m今-、J 

!8 

行番号

第 8表 段階別納説義務者数及び課税漂準額等{て関する謂 (つづき) (荷足調査 その 4) 

U9 信B I2U 122 

計 課税標準頚 が 課税 標準額が | 謀説標準額 が

2+0円同万未+円済同以十の上(カも+ 2 5 2 ;; 万円以 上 26 2 6万円 以 上 2i ， 2 7万円 以 上 28 

υ万 tの9) 万円未満 のもの例 万円未満 のものけ 万円未満のも の(分

都道府県名

市町村名

(23 

課税標準額が

2 8 万円 以 上 29 

万円未満のも の(時

東 京 都

日野市

120 

課税標準額が

2 9 万円以上 30 
万円未満のもの帥

?o;113112 タ矛 123 34 
/ν ! 

56 67 
___t_-6_ i主 /<，1 ___L_j_ 。12'3

{t ~ d> 7t"" 1 ~J____2__L /従 /32I /ダ'， ?b~ I r.年 0 0 /7.之三宮

01313 /3. /)タ~ I 3. d ~手三 j.7/rl 主. ~合t ーミ t:笠0(/ e./. 73s 

014l3 zι 三7 s-. t-?:土 t， D 7C;! 60S' 7~どタ る/t

四 四 町1 ts 四 間

謀説標準額が 課税標準額が 課税標準額が 課税標準額が

2 以上 3! I 3 0万円以上 31 3 1万円以上 32 3 2万円以上 33 3 3万円 以 上 34 3 4万円 以 上 35 
(万升+5円(;I万)未÷円(績分十の(時も+肘の 万円未済 のもの 伺 万円未 済 のもの伺 万 円 未 満 の もの同 万円未満のもの レ) 万円未満の も の付

12 34 ， 45 56 67 77 
01|111 4 ZLJ 乙? 之 0 _，cr よノ 5tJ 

。12'4 ヱ豆~竺2 SS. 之 ~f 之仏li_Z_1 33μ/1 t.i /. /) 93 坐止。主主

0，314 <..~， J'EO E之 3J> o. Zj 7 r、/36 rム孟?チ L12L.t_之6

014!4 /よ， 6至2 /.3<16 f6J" (_._!_]_ろ /ρ，6之ρ /. 7/豆

lU (l~ tl.] f凶 cl:司 cloI 

，j 計 | 謀 説 索 差 築 が !農 民謀議額 が| 保税標準語が |謀磁標準額が!

l行番号 4万43+0円凶万未+円同湾以の上も3の5 35万円以上.t 0 -l 0万円 以上 .¥;) 4 5万円以上 50 ;) 0万円以上の も 合

+ (1) +付 万円 未湾 のらの(!::) 万円未 涜 のもの切 万円未満 tJ) もの付 s の 制

的!5! /33 ， 

， 34 45 56 77 
、

3 s-6 .f'J"7i 2じ主孟.1/之I 之f:__z三五Jζ/6 ' 

/76.311: 

3主Z/iえム五3主盟主24J よ

_D_f_之t:主11.j 」ι土 9~Þ， お乙 \ 弘之乙~主~， <17/ 0，215 6 '10..5 fd 。:3i5! 43.3?'/ .?tJ t.6t 7. /ね !υ れ{"d'.??1 I t /. ?Jζ 之6!:，117‘ 

0!4:5 ，S-: fノ71 Z仁ρtoi μ.44z! ぷ Il~，l，lL> 91 .._d__ヲ 3~/，~乙 i

概調土一17
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地方公共団体コー ド 第 9表 課税標準の特例等に関する調(補足調査その;)) 

(法定免税点以上のもの)

(1) :2) (3) 

~よ 行 番 号 回 畑 宅 地| 山

f千円) {千円)

12 25 54 45 

12t 評価額の 1/2の 類
第 9項

¥ 援額 となる課税標準 額

評価額の 1/2の額 01310 ~ 第 13項
減額 とな る課 税標準額 o 14io ¥ 

法 第 14項
評価額の 1/ 2 )額 o 15!0 ~ 
減額となる課税標準額 o ，6io ¥土
評価額の 1/2の額 o 17 ~ 0 I~ 

第 16項

o :8io ¥ 第 指定額 となる課税標準額

(第新2法3分項) 
評価額の 1/2の額 o 19!0 ~ 
減額となる 課 税 標 準 額 Lilll_Q ~! 

i み19 評価頚の 1/2のき軍 1 11 ! 0 :~ 
(第旧2法3分項) 

減額となる課税標準額 1 ;2io ~ / 
評価 額の 1/6の額 1 13!0 

〉ぎご条
第 27項

1 ~4 j 0 減額となる課税標準額

評価 額の 1/2の 額 1B |5|O 
第 29項

1 :6tO / ~ 減額となる課税標準額

の 評価額 の 1/6の 頚 1 17:0 プ乙第 30項

1 :8;0 I 減 額となる課税漂準翁

評 ~j!! ~芸の 1/6 のきE 1 !9:0 ! / 3 第 31項

2:0 iO / 減 額となる諜税標準額

評 1酒類の 1/ 6の 頚 2~ /' 
第 32項

212 jO_1 /， 減 額となる課税漂準額

評 :a[高の 1/6のきE 213 ~0_1 / 
主主 33項

2 i4;。 / |減 額 と な る 謀 説 漂 温 額

i 白1j;2委d11第 i':p; '~2 nJ L評伝拐 の 1/ 2 J);1ii 2:510 i / 15 第 .'?項

2!6 ;0 レ/冬 茨翠 ニコろ突安雰盆笥

(4) 

林

都道府県名東京都

市町村 名日野市

(5) (6) 

その他 富十

f千円) f千円) f千円)

56 67 77 

/ 
/ 

/ 
/ 戸

/1  
/ 

/ 
レ/

/ r 
/ 

."" ~ 
ト¥
~ 
~ 
~I 

ト¥
~ 
~ 
~ 

概調土-18



東京都

日野市

書官i董府県名

その 5) (補足調査課税標準乃特例等氏関する調(つづき)

(法定免税点以上 の もの)

第 9表

地方公共団体 コード

市 町 村名

(6) 

地 目|行番号| 回 畑 宅 地 山 林 Z、L の 他 Z十

区 分 (子円) (千円) (千円) (千円〉 (千円) (千円〕

I
Y 

2:7:0 下::::::-...，
45 56 67 

~ 評 価 額 の 1/2の 額

第 5項
， I 

法第

2:8;0 三十~ 上/減額となる課税標準額

附 38 I I 

/ 評 価 額 の 1/ 2の額 2:9;。
員IJ条

第 6項

減額 と はる課税標準額 3;0:0 I '"ト¥ / 
レ/

法第 評 価 額の 1/ 2の額 3:1 :0 ~ ~ 
附Rlj3条9 

第 4項

/ ト¥減額となる課税標準額 3:2:。
I ， 

評 価 額 3i3io ン/ ~ 
ぷEコA 計

./ ト¥

減額となる課税標準額 制01 ~ ~ 
'-: ド/ -.........._ 

法的員IJ第 16条
評 偽 客員 3:5:0 / ド¥

第 4 項 / ~ 減額分lこ相当する課税標準額 3'6;0 。，

概調土一19 

(51 (4) (3) (2) 
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都尽東者fl.ili府 県乞

-22-

介在農地、介在山林及び市街化区域農地代関する調
(補足調査 その 6) 

第 10表

l
i
n
o
 

号

一

O

番

?

l

l

'

表

T
1

1

1

 一
0
6

U

「

-1
6
』

0

1

一一
q
r
u

コ

守

I

l

l
・

体
一

1

団
一
1

1

1

1

並〈一。
6

公
一
1

1

!

方
一

3

地

寸
l

B
'

一

噌

i

ー

カ
円
+

タ
行
J

-
・。パ

テ
ム
A

日野市
--一一

地 積 決 定 価 格

区 分 行番号 法定免税点 法定免税点
法定問点|平均zl最高日評価総地積

以上のもの 総
額 未満のもの

以上 の もの ((イロ)) 未 満のもの
(千円)(ロ) (千円) (千円)!r::f1 (f9/m')! (f9/m') (m' )(イ) ( II{) (m') i 

9 ・0

之obA23
1~4 45 90i1j1112 

/7ρ.之お1
23

463乙.0C5o 6 1 
介 在 回 。:1 : 0 1

12 
Z立主主 1ぐ'2!!之ス乙 .?tJdー?一平

介 在 畑 。;記。 之L之6'.z! 三 j宣之o-l 0: 2: 1 fアtf.t 1之 j十7ヂ:tl乙 .z 7. t>3_t i/ IJ.ノダチど

Mοa_1 hD究7ts-1

ー一 一 一

ぱ之江| 0: 3; 1 宅地介在山林 0:3:0 ιra￥33 .z.タダ2 607. .317 3'"36 ナ3. ク'6~， 
。'4:。 O! 4; 1¥ 農地等介在山林 ， .， 

既適用分 。:5:。必~ 主配ヱρ 0，5: 1ζ3/j‘7/..01 !": 31}. 71乙 之[._j__}_f /3 守~t!){)，-， 

新適用分 0:6:0 
71ダ:t38' 31 JIS五七35" 0: 6; 1 1~.36 Z.ω! s-7 /・乙.36 ヌ3fL/ ロヱミb豆 之之 d之D，_ ， 

布 回

f. 9S-6 I 上記以外 。:7:0 L之6D i呈之るc 。:7; 1 j.jf6 ヱ2豆乙 2‘ft 6 
街

言十 0:8:0 IJtZbtll j I 9~Z. 6' s-g>_ o! 8: 1 三7Jn，//11 り !/7.477.pf:乙 !t.l/fo /3r.~了。 c
化

既適用分 0;9:。
_L，_rt__立之之之 ! l_j._tX土，之之之， 0: 9i 1 11"Jιど:t/t_i_: .3l_..3 1> t"， !/i 'i ミ豆、之 b之 NI::-'‘手。。

区 新適用 分
-14;ー0ーナ;-o 

96' 3， LJ {L lj 1 盆3.o呈壬 1 ! 0 i 1 16. d'3d':バ31 16.'1'3 f. /) b 3 / 7. tJ~1/. 之 z._{~辺
畑

出| 1 ; 1 ! 1 ノ。/之之 01域 上記以外 1 : 1: 0 どさ ，1(，1f 11， 9 f (三 i旦之17 'l'l. 1(/3 ~乙 ?PPO 

農
計 1 :2:0 之、t-/S0主主主 It~ I z.t6 IJ.之6D 1 : 2: 1 主~空ù三JJ メ之77 s-t: 30 3.tt 7t.t 之hb00 / ti5: ? /) l> 

既通用 分
ー1ム:ー5ー;L-o 

メ!<.z'ρ:?s-I i /， gZJ，T_?t 13l1143.4U，/ro! 4ど3.hr~/ J>D Zミ，!}__j__y_ 1t.tS: Y 0 C 地

μ7ス主主主 | 3 L/.6]_1・立21i4i1|之ヌ之d，FP4!新適用分 1 :4: 0 タア ;之タ.之01'.ダt，t7 /1，ぷorJ 之ス /3</
計

乙之72___i上記 以 外
1 ;M-z| i主主 i三.之古ヰ 1 : 5; 1 /ノノ 17b ~立2 3主il Ij， ()o/) 

言十 ~i~l_[J_L3. t / f. /) 7 t I ~:r I 3. s-/ 7-. 9 / f 1!611173。。/， rμ ~ 、 73‘ O(}O. .t"-之:6 ，z1J， 7主ど /I/.t:守1>0

(7) 

市町村名

(6) (5) (4) (3) (2) )
 

1
 

(
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'メ ;ら

介 在 回

介 在 畑

宅地介在山林

農地 等介 在山林

既通用 分

新適 用 分
回

市 上記以外

街
圭ロ+ 。

fヒ
既通用分

新適用 分

区 畑

上記以外

域

会!
言十

既 適用 分

地
新盗 用 分

計
上記以外

計

第 10表 介在差地、介在山林及び市街化区域農地花関する調 (つづき)
(補足謂査 その 6) 

(8) (9) 。。 fiU fi ~ 白3

課 税 漂 進 額 筆 数

行番 号 法 定 免 税 点 法 定 免税点 法 定 免税点
徒、 後: 数

未満の も の 以上のも の 未 満のもの 以 上 のも(の
(千円 )I (千円 ) LI:_同) (筆 ) (筆 ) 筆)

bJ1(212 25 154 45 S4 

l 
71 

/~ i. f/s- /j?ダ/.)" 之4ど之〈兵。:2:2
.s-3 f. f/'ts- fl~j ノρ3! /05 I 。;3;21
ゴレ3ρ'，__f主1J f之ヌ 33X[ 全号7f、と9I __XjJ_ 

014:21 

。:5:2
4.は竺よib 之、ヰ年?乞16 os7 ιさ7。:6:2_ 1 立ZL主.t"tJ> 之7 $:7/之.rbI 1./>00 / /.7 r f 

0:7:2 
タ'6テ __!.{_j__j_ フ 立

0:8:2 d'./6之.S-Z3 之7!z/dL.タタ4 之.t，L6(j / I 之:-.(/63

O!9~2 /Z d'37.tJ 33 I /7. f3 7.033 3.b) r ミ6t"i
1 :0;2 -， ク.?o7.o'?l/ I ZJ'D7.t2l/ /.9之t" /.1之f

1 ; 1 : 2 之.1J1 33 之~ .6.0 / 主?
1!2i21之M 究o:;-!" ろも ;Zs-: t午t.t之ζ t:tt.J斗 / ど:ol./.3 

1 :3: 2 之0之22C4?| 1 之 O. 之 ?'~.ω2 L，L. 5>ぷ ! LLミ/b

1 :4:2 13.t:之O.主2孟 之 2 1 /5.1F之O. 之t.f.~ u竺2:S"' / 三、?之Ij.

1 !5; 21 3.￥[)__J_ 331 3.3之ダ 67 4も

1:6;2!33r/之スリ! b() '33.5>/る.168 ~. /ρP 」乙 3". /ρ4 

-23 

都道府県名 東京都

市町村名 目野市

概調土-21
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第 10表 介在農地、介在山林及び市街化区域農地代関する調 (つづき )
(補足調査その 6) 地方公共団体コード

ω Q5 同
一
義

日百 118 

務納 税 者 数

区 分 | 行 番 号

介在回

介在畑

宅地介在山林

回

市

街

化

区|畑

核

農

一一…一…
地

(了主) 17-19予:1の各矧の数値は 149:Jの芯笠の11l符合計主主笠で，'，ないコ

都道府県名東京都

市町村名目野市

概調土-22



その 7) 昭和 64年度に新たに法定免税者、以上に左る見込みの土地に関する調 (補足調査第 11表

都道府県名

市町村名

a
e
h
M
U
 

--n6 

噌
，
品。G

Q
U
 

地方公共団体コード

1 

(6) 

昭和 64年宣分譲 左に係る昭和 63 l人当たう課税標準額

行番号 地 積 (m') 税標準額 年度分課税標準額 納税義 E持者叡

や(司す(千円) μ) (千円) (ロ) (人)付 民(円)伺 (円) 制

9 

1 :日

2~ 

/bwl 

SO S7 

。
L/，S-之? ?る? 7 /tダ.rt7 /3 ~.μ之 7

概調土-23

(5) (4) (3) 
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(2) 1
 

1
 

(
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第 12表 昭和 tj 5年度にないても本則課税と左らない土地に関する調(補足調査その 8) 

(法定免税点以上のもの)

地方公共団体コード

都道府県名

市 町 村 名

東京都

日野市

j
 

l
 

{
 

(2) (3) (4) (5) 

区 分 行番号 所有者数 地 積 決定 価 洛
課 税標i準王額eu_ 筆

( 筆数) (人) l___r!f_2 千円)
~ :! "' 80 

住
小規 模住宅用地 。:1 :。 4ど 重{之主 一 _Lj_./oS-‘ 

、
1:3 主:lJ

宅 F毛~・

一般住宅用地 。:2:0 Z 一一ιヱζ ム33~ 一一一 ... ζ色 / 宅 用

去包
言十 0: 3! 0 I s- m /乙~ ιLL. 仁

個人非住宅用地 0:4:0 L 

地 法人 非住宅用地 。:5:0
-一 ー

地 富十 0:6:0 
等 | き十 。:7:。

立ー t，tf3 s 竺笠j_ __LL_j_ C 
'亡 の 他 。:8:0 Z υLK，;土 UJ.主主 一ι//R / .. 乙

合 言十 0:9:0 /3 _fll.i r_u乙土 ι.之之を _!2_ 
一区 回 1 : 0; 0 

ゴ二一 Lょ_6O_ U_s--6 _U 芝i 2 
市

街化市般機地農 畑 1 : 1 : 0 j_j_ -tJ~ 二塁_ttlj 全?~三 i
街

言十 1 : 2: 0 五些] ~〆 i MZ224 主主2.!J.ι 66 
農

イヒ

il! 
回 1 : 3: 0 ~ 乙 /s61 /r-5: .3 t.t 6 1L3_之33 乙

区 畑 1 : 4: 0 
竣 言十 1 : 5 ~ 0 / L _!_$_二6.一一一一一一_L主￡三五五一一一一一一一一一幻1__:f_~ 乙

:111: 
回 1 ; 6 :。
畑 1 : 7 : 0 
言十 1 i 8: 0 

1I量

回 1 : 9: 0 
畑 2:0!0 
言十 2: 1 : 0 

地 |
it 回 2:2:0 6 .z. ~ど /6 I /_6~ Jρ乙i _!{_J_.h之 1 j_ 

焔 2:3:0 ちL Lム li~ 99 9$l3: 竺主 'lQ_t 合?
言十 言十 2:4:0 Ljt-_ uι t./ ID i .zot:主豆豆 !i_6_.._Q空ク! 63' 

概調土-24



昭和63年度家屋に関する概要調書報告書
東京都

日野市

都道府県名

市町村名

5. r /ーパンチ表番号一覧表jと 「データがある行のみパンチJの欄については，特に注意

して記入7ること。

削 表内にデータが全 くない場合は.表全体に大きく x印を書き ， iノーパンチ表番号一覧

表 ，( í沼和 63年度読要調書報告書{土地 ・ 家屋・都市計~説) Jの「ノ ーパンチ表番号

一覧表」ぞU、う。以下向じ。)の該当表香号の下の視に0向日そ苔くこと。

4コ) 表内にデータが僅少の場合法，団体コードの左の 「データがある行のみパンチ」の下の

空調lこ必ず0印を書き， iノーパンチ表番号一覧表Jの該当表番号の下の欄に 0印を書く

こと。

付 同一表番号で忽表にわたるもののうち無データ又は極少データの表がある場合の当該表

の取扱い(;t，伸文は(ロjの取扱いと同線である。

o記入上のま意

各調査表の太線の枠内の数値は，電子計算後によって集計するので，下記事項に留意のうえ，

記入すること。

調査表に:正，授写がとれるよう黒鉛筆 IH B Jス1;1i B Jで記入するこ三。

。
ル」こ

9
q
i

る

8
2

す

7
7

入

6
4

記

5
K，，

に

4

与

、
3

1ノ

t
 

ね

2
守
司
，

g
u

，A
守

F
'

て
'

例

例

+A

・
、
、

f
-
L
L
 

値

良

悪

数内

r-

3. 該当のない項目欄は空調とし，ハイフ ンfー)，ゼロ(0 )等は記入 しないこと。

納税義務者数に関する調第 21表

4 単位の誤りのないよう注意すること。

ii53地方公共団体コード l表番号

11312!112!8172!18 

概調家一 1

(2リ (3)

法 定免税 点|法定免税点以上のもの

未満のもの ω|似) ー (司 ω 
加1 ; ~す

(/tJ 

盆2_
② 8日

之8.668

ーミ

(1) 

-27-
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都・一市

京
一
野

東
一
日

都道府県名

表

- 28-

括続:第 22表
ーの。

号
一

2

番

一

i
l

表
一

2

十

I
l
l
-しげ
ー
ー
'

-
n
o
 

p

-
-
-
'
t
!
 

一
一
つ
ω

コ

-''t
'

体
一

1

団

ナ
'
i

共
一
つ
山

公
ナ
1

1

方
一

qu

i

-
'
t
J
 

-

噌

E
ム

;
 

ー

か

内

今

夕
日付

・，

一・
9

A

-ず

あ

A

市町村名

(3) 

面

概調家-2

)
 

宅
0

・

r

聞

E

，

格
一
額
(

価
一
価

h
J
ご
ヲ

た
一
引

悩
一
一
炉

単
一
指

ac. CC'C 円

指示平均価額

(円)

ゆ厄

単位当たD価格

(円)

(4) 

決定価絡

(千円)

積

(m' ) 

床数

(2) 

様

(1) 

所有者数行番号分

総 数

法定免税点
釆 満のもの

法定免 税 点
以上の も の

まち 数

法定免税点
未満のもの

法定免税点
以 上のもの

総数

法定免税点
禾 満のもの

定免税点
上のもの

非課税家 屋

区

木

木
造
以
外

造

量t



都

車

京
一
野

東

日
者E道府県名

市町村名

所有者区分による家屋陀関する調第 23表

(6) (4) 

分

単位当たり価格
(円)

法人が所有する家屋

績|決定恒洛 |
(ポ )1 (千円)1

66 

(5) 

百床数

l
J(一

位

絡価'AY 
た広

=位単

(3) 

i酒 人 が 所 有 す る 家屋

(2) 

数

(1) 

行番号 』

|棟

。10 I .2 

0，2 :0 
ー-ー』ー--'・ー-

0!3:0 

04:0 

0，5; Q 

o 6 0 

念
一
点
の
一
点
の
一
位

一前
・
二
授
も

-

-A
t
乃
一
争
-
の
一

一定
清
一
定

上一

崎
一
法
来
一
法
以

一
佐

h

占
…の

一占
ぃ乃

一
芯

弓
J
U

一
同

ら

一

缶』門
ソ
一色
~
乃

一

定
芳

一
定
上
一

法
来
一
法
以
一
経

点
の
一
点

ハり

積

も

一R
b

缶
唱
の
一
色
"
、一

定
漕
一
一
定
上

法
条
一
法
以

! 区

木

造

以

外

計

木

造

概調家-3

計

単位当たb価格
(円)

合

棟

H ・
1・ι

行番号

9 112 

0・1'1 

さ~ ~を現実 l
三言，っこつ 102: 1 
と宅 告己占 l

li:). .c J 七士 L~ _~-_~
141さと 104 1 

'.乞
且晶

計

司跡.

宅A

M
4

一
勺

一』
2
1
3

記

，
J
ud

一己
一
も

-
ご
J

一
…
て
「
リ

=
t
F
哲一-一
t

，ょ

之
戸
卒
、
て
}
〕
川
A

-・.電A

分区



墾
車

京

竪

東

日

-30-
木造家霊 ;τ 鳴する謂(その 1) 第 24表25i! 地方公共団体コード l表番号1

1113!2;1(2!8!72J4 
まミ重存県名

161 

号室了守名

151 

主主

弘吉

1-¥ ，-' 

"" 
tイ1(人)

I ~区分 i

e 

| :案理乃積雪 芦 ~ 。 号

専 用住 宅 p'， I寸

日:1 .0 

ql 131 tヲ11
 

1
 

1
 

日
い

L
7

N
一

1

4

・

之

E
F
F

】、
J

4
'

4
J

C

-

、ve-

-
V
L』

j

¥

〈

達

以

(

占…

η
凶
山

首
ヘ
・
も

色
、

円
一

定
普
-

L-
」

}

申

?
A

横

主主". 守宅・

-崎.... 

主宰~ ~去

以上，うら み

fイ1 - 1ロ)(人)H

矛T

占土 干吉 苦正己主T _  __  ~ .... 

夫‘雪 4勺~ へ

(人) 1，"' 

有戸時行

番

/δき

52 

ーと~ <:ど之/

42 

ミQ.坐三5
32 

Lミミこ

22 

三O.s9/ 

一
切
畝
一

一概一
一
計
一

併

用

住

宅

一

食

LD2L 

l、主主?O8 

/， 69/ 

メ3之2

/. CLL_とO

~と立五f

f0~ 

8 

」乙 (/:20

ム孟笠主主

包~!;

山
一
川
市

-寄宿舎

部宅

共同住宅

住

970 タアρ

ιミJ乙企一一
-~一 一 一|一 ~_.~ο 

8 よJ_2.2ー}--_c2-i之~6f I----_L，以

/之タ

o 5 0 

o 6 0 
// /t.1r? 

{ 

毛住家

o 7 0 

08: 0 

{ 

毛

宅

住

住者

蚕

業

養

演、

// // d 、、，J 09 0・ー

1 0 0 

普通 旅 館 .料亭・待合

ホテル・簡易旅鎗・団体旅館
/ / / / 

l' 1 -0 (T 銀
二~06d 之d企ユ」き_ll_e一

所務事

__!_1_!;三一/<L i主_8_一_L(，主主乙五ζノ8之
1; 2，0 鋪底

1: 3 0 鎗直l映場l1J 

1 4 0 場浴衆
/、， 
A 

ι立/(ク....LC:.と/0  
1 5 0 F 

W亡宥

L~ s /6ミ/ミο:主L主二三
1: 6・0み.. 

'明工

乙主主

主_L

s 
2 

乙主ユ

三i
Eヱliミ

/.t.I '"乙

ア6

f主主2

~ 

1: 7: 0 E軍倉

概詞家-4

よ丘ru
之9831

AS 

/主6

占之さjo，三三三f./

L.12_~て 込

二三6..._2_竺2
.~ 

ζ 

fさt/

J之C

3 

::r 
よーt.2.2

ミ之主丘Z

、、B
B
S
Fd

夜
一
拍品

百E
 

F
V
e
 

宝

烹

長

場方

'
吊

z

，喝

受

曹

艶

ベ

ザ
(
 

宮
品

開
到me 

，-云，-

土

，c，・c 



地方公共団体コード 第 24表木造 家屋 Yて関する謂 (そっ~ ) 

都道府県名

市吉T村名

171 81 191 日叩 'll' uヲ

~ 区 チ子 』 行 床 お 積 決 定 価 字書 単位当たり価格

"--、、 番 法定免税寺 ささを免税~ 主主宰 ?モ税点 法定竺?完点 (ヌ)

判(ヲ守
(，.) 

、
銘2 タ食仙A 来 J賓の;)つ 以上のもの 守主‘ 主主 来清 ュη~ _T') 以 上乃もの (，) (Iil 

家電の理事
、、

"--~ 
号

(m') (ト) 、， (ト)一例 (11¥ {ヌl L叫 ¥:<1 ー (叫 (ヲ) (円)(ウ1 トf円) 伏] (円)(ョ1(m') (m') {子二号 1 ¥'"司} {千二}

;.' 12 123 5J 45 55 65 7d 
専 用 住宅 。:1:1!乙C()(，L'ιiとι， s、 .~6éミ L222__2ム。 土6.9きiミιι守 五l主i ご~6 93之~ 22_也生 /./(1.ど4 之R_illj
共同住宅・寄 宿舎 0:2! 1 

ぇ(L~ 9.丘主 主立295..3 バタノ4ピウo?? ん9/1//0'6 之81.16/
!住 { 毛 部 分1 0;3: 1! 

/0'$主主よ 主空J三 /立之2包 三 l;_R主的 主_2s_ :z. 118 189 _d_主L8_ ωI 1佐 之併 1 

用

i :?メタ'~6住
その他 の 用の部分2。:4:1 

金三皇旦i 金乏皇立主 ~空.J2とι ~S~どグ之6 2/α吉正
宅 ， 1 

( 1 + 2 )計 。!5i1|
~当金 主9之 LY-.22.主主ー一一主J' 2<よ'2~ミー 一ーヰヱ8__ト 297J>之/合 20.0.38 る、 9 :>0/1ι 

o ~ 6 : 1 i • 家 住 宅
ュ，ミ~ 20主一←一一___t_2.ι必ーよ 4ど往左銘ι「一_JJ五 4ど;?_LIQ 主主d主 立26__Gと 3ミ8

ヨE 蚤 住 宅 Oi7: 11 

漁 業 者 住 宅 0:8: 1 

普必旅豊富.料亭 ・待 合 0:9: 1 
立_d_ 2!.i ~長p豆立'_f_ l旦2_]_空 主立金2豆 120(，，91，.ι 

ホテ Jレ・簡易旅館・団体 .~鑓

ld ;1 
/6ひ 一必02_←一 ーム£之之一 ~-22と-レcぷ 立 I /OJ.f~O 

ヤ一一
事務所・銀行 1:1 

ど;1~之 S / () '8 ムi之/主 一きt，f9/05 乙21 え<L8.96之 l雪'.2QQ_ 必;o~ 188主空

1苫 舗 1: 2: 1 
t ノ土 6~~ (，Ij_) /主之oさ 二と~と 26/ ~ ミ/_~_!_主主一 しt6.2主ミ d笠t一之 1/虫8_3

iIIJ 場 理是 扇 館 1: 3; 1 i 

-1 

~、:.; 号量 浴 場 1; 4: 1 
一→一一一一ト一一一一

病 均L冗三2・ 1; 5 ~ 1 
f、oミ(，L /， C'5~ど 19. ~2と I，L /タ~C?主坐 L.8h之 : /8.202 

エ 場 1 :6: 1 i 
10 1 11  と孟坐三主 :z.9之 之~..__&.Q /え0.ιC1o 主6s.t五 /之o3~之 ~j~~ 9o!，L : を〈正午L_

倉 置 1i7i1i 
/え乙五ζB_ 乙玉三0___i __L2...!2.色.8_ 主L.2__j_ __d_壬 主'7.987 (;790 4 ω  

土 ~ 
1! 8: 1: 

主豆:2_i_ 2~~ど .Y.之ο? /ぷ 22L 企ょσ 16. (，ど!;/ 主主ol，!L広ヱ S/ミ~O
盤主 主?・蚕安・.....こ定性ヰ 珪.

1 ~ 9: 1 
ノタ之? さ7メSD6 ミ96'ι7主 ~ミP 292~8~7 主主主よ 444 主↓何再々 1

針す寓家ー(コ干 渉?t:_a"賓モコ F ざる 4ど主三
; _ :.. 1 ~幸 E ~ 

e，7.をちι，978
き芯

t45 67.9￥SL;ワ/7 .;>，< 2?2$アi計 2;0: 11之ξ30ノ66 9. 9~t/ L.S之さヰ2之 /主'2.6/ 主位主2
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都
一
車

京
一
竪

東一

E

都道符県名

-32-
木造.以外の家屋花関する謂第 25表日|地方公共団体コード |表番号

113!2i1j2(8172(58 市町村名
lil 事務所、音舗、百貨庖

(91 

¥ 強 ¥ 造 区¥事、 ¥分、 ! 行吾番

~ 伊 有 者 fi 様 主主

軸亀~ 迭を免税点 法定免税s. をE :; 法宣言免税点 来 ;脅のもの 首長~免後点以上のもの
ーを 夫、雪のもの 以上のもの

t軍 屯命tl 主之る用途 ~ ー宅付“A‘骨・ 主た る用途 I棟(司 芯付 主たる用途

( 人 } 判 (人) (c:) 
(イ1-(::::) 十4

以外 l)喫主主 以外乃言貫主主 一同 以外J)棟数
(人)

lbI i12 
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第 32表木造以併の家屋 :そ関する調
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第35表 新増分家屋に関する調
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i4 45 12 
59 

之.9q斗i

17 

工 場 ・ 倉 重 I ~ i 12，ろヲ之 斗~
附属家 (制舎蚕室山町 及)10;710112 

ワユ !
135 

q 1 1.ち30 6.ち斗2 斗;./.乙8'0び簡易附属家をきむ.

他レ/1
45

iら i
77 

そ の qぅ7: 12.ワ6b ( :ヲ，る Z斗

b S 0 1

19 

ち2，ろ qら!!D⑤ ワ1L十.I ~う 2
44 

合 Z十 0:9;0 qr;ら i弓，6ヲo，. I 

-45-
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;;72| 地方公共団体コード !表番号|
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第 38表減少分家屋:こ関する調 (浦忌調変ぞの:!) 

(21 弐 透 以 外 7コ家産
巡
査

京
一
竪

東
一
旦

'11 ‘王、 '''' ¥41 

九-------、 区
:;.:: 

号 有者む! 床 f費 決定信略 | 単位当たり価裕分 慣 主主 担

、、、 、、、
番

是正 数 『 市(ロ)

署長 屋 の 種 頒 、、一百一、一、貨一\一庖三三~f 口 喜

ーを ‘-*d， 1 Eを 主主 是正 主主
(人) 〈mh {イ)! {平向) - (ロ}‘ s阿，

~ 1 ;- 119 

之ヲ ! 
'35 

事務所、底告書、 1: 0: |ワ -=3， ， I 1 }斗ら ，02ら 斗ら， 9ぅq
; 52 

r; I i 
'6晶 77 

住宅、アパート
/ ?士る ち，斗?I 1 Lう斗，ワ80 之g，之ラq

庫 [~3 ; 0 1
12 19 

斗4 126
;.15 

工 場、倉 之l 之3，? cj b 2 t7 Q_，__85lJ- I L十， 689
ー-一 一一ー :Sl 

与b 15~ 2.，ちZl 6!68 
77 

r 、 、つ ..・7
35 32，7斗g !之， ι8?f

1 1 9 ， Iワb!、 i.l5 “ 合 o 5:0 3ち， 0ち9: ~ bg斗，斗08 19， C2之

概調家-20



都一市一

京
一
竪

東
一
日

課税標準額等に関する調(補足謁在その3， 第 39表ほニ丙弓、司 i __ _. r't ! 
!!Tのλパンチ! 地方 公共団惇=ー γ i表委号 !

!o|1132J128;7541 
l，tifi府県 .7

市町村名

!(一一電気認
法 !

約 i戸1主立主)
第 ?項 (耳設業主il波法人 〉

分

IA) - !BI 

f言

謀説 t主選m

t .. 

。
額

り

減

額

課

税

標

準

特

例

に

の

;亡

よ

-47 
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第 40表法府則第16条の規定による 軽減税額等に関する調

( ~南足;署歪ぞ ，2) -l ~ 

)
 

-a・
(
 

(2) (3) (4) 

都道府県名 東京都

市町村名日野市

行 出
比 数 左記のうち住宅 ・都市整備公a.こ係る数値

個 経滋 税 額
(千円 )

個 主主 床面 積
(m' ) 

軽減税 額
(千円 )

区 分 番

40 49 67 

第 1 項の 規 定

によるもの (1/2) 

第 2 項の 規定

による もの(1/:!) 

U団 日目 (12 

行 昭和6ι… … と いもの j a13和 63年度て・経滋1J:問の終了するもの

区 分 番

個 叡 ! 床面積 口説額 個 数 床
号 (" mt

) (千円) ( m勺 (千円)

9 ; ;|12⑦ |幻主 49 |第 l 項の 規 定 7千三 造 0: 1 ~ 1 ちろb 斗3，Iちろ 16，斗93 7之ラ ち宮.斗ラも 18，ちq守
によるもの (l/:!) /" 、 造 以 ，y-l 0: 2 ~ 1 I~ 豆些些 !0 il_.斗4-6i③ g，斗 Ib ! 之 89 ， Cj.ワ4-9i 6.之S3
議 2 項 の 規 疋|木 ニ互 0:る:1 i② :~ Ifをう

によるもの (1/:!) 太 ニ"'ι呈 以 外 。:4:11雪 ~: ~， IF斗 {汐 ち，og斗 !
t 

斗，c，斗iろ! ?，斗F5I 
第3~貢 の 規定によるもの ( 2/ 3 ) 0;5:1 
第5 項 の 規定 1/4減額されるもの 。!6: 1 ! 
K よるも の 2/3浅さ置さ れるもの 。:7;11
第 6 演 の 規定~日されろらの 。:8:1! 

!ょ三 |
~l~‘ 

!F たよる 三 の 12/3減額されるらの 0;9; 1 i 
合 計 1 :0: 1 I 1，0 L十与 b9 ， ワ ~3 ! 29，ヂデヨ i 1， 1 斗ラ ! を2，6つo 2-9，L巧b

概調家ー22



号
一

1

番

一
:
l
l

表
一

4
-
n
δ
 

一
一
つ
ω

コ

『

1

1

1

1

体
一

1

姐
一

2

¥
品
目
・
1
1

1
・

抗
一

qo

地
『-

守

t
よ

か
円
eT

チ

あ

ん

都道府県名東京都

日野市

第 41表 課税標準額の段階別納税義務者数等に

関するら司(補足調査その5) 

市町村名

区
122 11 8 万円来講 !!日一十l 万円以一 1110開…門 ilEI…叶112叫 13万白 13叫 14万円

分 号 | のも の 未渇のもの 未満のもの 来満のもの 未満のもの 来者のもの 未満のもの

9 。 ;2 ②i22 

斗 II 午2 ! ヲ。 3ラ

0' 7S 
納 E主義務者数 l人) 。i1 '0' 327 3斗 よ斗

課税探準額 (千町 !ヲ， jF斗 0: ヨ斗foI L十00勺 3，之よ2。;2':0 ヲ，/斗守 斗:0ユラ 斗，之さラ

鉱床面積(皿2) 10，0ラzJ-官、t| Lbワら ! I.d'ユ71。:3:0 2..od>5' i 1. 3'? J i 1. q I 0 1， 173 

61 5i ιl 31 21 11 

III 

付
1.t万削よ 15万円 15万円t..LJ:16万円 I間 以 上 18万円 18 )JfIJ以上 20万円 ，20万円以上25万円幻円 以上3mjM円以上川円l

区 分 l 番

未満のもの ;-*i脅の もの i 来喬のもの | 禾局のもの ; 未 満 の も の ;未済 のもの j 未満のもの!号

‘' 
。 12 : 21 3日

S> 0 I 
，4且 。S8 68 77 

納税義 務者数(人) 0: 1 : 1 3q ヨヨ ワρ l ちら i宮ら 212 

ち，108 J '3，650 13，30之 l 3任Fワ7 !
課税漂叢額 (千舟 0;2; 1 写，622 ; ちo，qo3 63. g之る
総床面 積 ( 田 勺 2，171 i 1.ワ'8 斗.087I 3，斗 18 q， Iラ斗 : 11.斗 51 1.:2と.q rgら0: 3: 1 

色唱131 121 10， :91 81 

概調家-23

。司

行 I 35万円以上40万円 40万円以上45万円 45万円以上
区 をト 番 計

号 未満のもの | 未満のもの の も の

'12 

11
ラF

32 44 

之8.195②
納税義務者数{人) o 1 '2 IS J ょっ，ヲ斗Z

iも斗ユ13，06ユ(64.ぢ76.80'$③
課税 8雲港額(千円)。:2:2 CQ，152 勺ワ~COO
総床面積(田2)0:3 2 C;.cl '18' ! 1/.062 斗.82.5，0つら 任qIL/?6③

-49-
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第42表 建築年次区分による家屋花関する調 (補足調査そ乃61

mli箪府県名 東 京都
日野市市町村 名

ー

1
 

1
 

(2) (3) (4) (5) (6) 

木 造 家 屋 木造以外 の 家屋 計 単 位当 たり 価 絡

建築年次 行 番 号 ヲ阜 面 ~ 決 定価絡 | 宋面 白 床面 積 | 決 定価 格 | (ロ)
(判ニ) 円

(m'; (ィ) (千円) (ロ)I (m') やす (千円 ) (ニ) (m') (ホ) (千円) (サ (イ)円 (ホ) 円

hi 1io コq，ち，F之31566zヮ，引斗 !。4，qg与F4738年 1月 1日以前 2 b 9 ， 4-4-8 ! 1， 0ワ0，003I 3与8'.0デる 3，Qマl ワ，q '+ち

38年 l月2日-41年 1月 18 0:2:0 l 4- q ，~乙ラ守 1.2.ちぢ， 9ワ| /9之.57之 斗，L+ラ斗.296 ラ斗 l.g-III ;.610，之177 8'，斗Ib 2:う.0之7 16. bL十7

41年 1月2日--t4年 1月 1日 oi3jol I qワ.b 3 9 2. zb斗，ワ lワ /ワ，.之今ι|斗.10之 13之 予/:.F.88ラ 6.366，8斗? 11，4与q 之"$，qr;ラ lワ，之 60

44年 1月2日--t7年 1月 1日 0:4:日| 之36，0!i5 ヲ!之ワ，ヲ6ql ラ/:.1.斗18 'F.gg3， O~之 与qワ午73112，Olc，刊| !ろ，之L十? 2 L十 . ~ワ g i 20， 10之

47年 l月2日~初年 1月 1日 。:5!0 35 ち . ~O 斗 ヮ，r;ラ斗 86ら!zqo，g701loMqo7l b斗btnL+I11寸，9斗宕つマL 之" /7寸!3ち，8斗0 之7.7178

50年 l月2日-53年 l月 1日 。:6:0 39ち，009 lヲ，20デ，Lf-og' ユ10.2.0斗 / '， 1斗宮， /:.6ラi 60ち之 13lユ斗ラ58.073 ヨラ，斗斗| 53，037 与0，2斗7
I 

53年 l月2日-56年 I月 l日 0:7:0 372.ちL十品 14-.351，宮29 2-1 q， 221 l之， C5斗，ぢ61 5'11ワ67!之6.90b. 3タ。 38'，与Z斗 ぢ7.269 Lfち.4-bg
、、

22-'+， 19b 11'7. OC; 1之11 'tらo.ャ792!ユ叫 .3l十b.3守斗5&年 1月2日-59年 1月 1日 0:8:0 三一ちら.ち守も 9.79ヲ， ， 8"き 斗1.L十01 67. /ヲ斗 写3.9之|

59年 1月2日-62年 1月 16 0:9:0 Zち2.106 ぃ L十90，05之| ユワち，斗ワち lzo，3ワg，007 C; 2 7.ち81131.8'b8.05'9 斗ち，ち可ら ワヲ.97斗 60.件。斗

62竿 1月28-63年)1月1日 16 1 白 長 l斗3，7斗6!?ラヲ 5.7之7 ち斗，bワ6!?7219! 66755 (新増分 1 : 0 : 0 I ¥<.1 6 g.ワ2件:3.7らワ， 5? I . ワ1)，0ユ之 5，238.1チ6

合計(63年変総評倍額等 ) 1i1; 宝ちろ 3，， 6b 1~. 8 ら 6 ， q78 ! ち 3 ワ g， o之 01 "'96 ， ワ 19，ぉ。 斗，91 1. 1 8 b 11 b斗，ち76，'tρ2 乙b.ワF7 L十0.67乙 33，5川

概調家一24



都

野 市

古
小中東都道府来名家屋 の 変動 {て 関する謂第 43表

日市町村 名
(補足調査そ の i) 

(.tI (3) (2) (¥) 

屋家

nu
--コ

ロi
f
h
d

ちベ
J

t

一。
一
ぺ
、

，dt
、
.
「
，
，
，

一
ワ

洛

一

'
一
可
フ

包
一

之

定
一
る

.

，
 

決
一
一

三
J

一
O
，

聞

au-

閣
凋
“
.

、、J
句
"

m
 

r
f

‘、

のタ4以Fヒ
エ三

積

木

国床

e 
'三三

決定価格

家造

Cm2) き責

太

J.!J 6f-

胃
品
悼有奇

2，331，96b らワ，ワユ 1.之斗斗
〔修正前 )沼和 62年度の概要調書

之b，之d>斗

1，ラちる109 

lワワ ，8802;ワ77

テラ，901，7ヨヲ2. 3 ~うき ， 057

⑨
 

之g.980 ;しら L十q61. 1. 2 - 62. 1. 1 の減少分の掲捉~り

61.1.2 -
捕捉誤り

61.1. 2 - 62.1. 1の新築分及び婚集分の
矯捉r局れ

昭和 62 年度の概要請書 (修正後 〉
(1) -(2) + (3)ー (4)+ (5) .;-(6) 

62.1.1の改築分，その他の

目
出
隼
支
安
要
調
書
の
修
正

l乙ワ.7之る

2，169 

ち， ιIL十

2l 
号 |

(1) 10~1:0 1 l 2，ち|斗，ちつ E

ω|oj2;。!
L..__，____!. 

口llojm!
ワ L十勺q

78， 688 

1，斗守ラ

ち， 9ろ之

之之 oる之471 

は)10:4:0: 
「ーア「

(5) 10:5:0 i 
←ー」斗

附 I0:6!0 1 

mit7:。;

61. 1.1以前の減少分，その他の捕提言呉り

61. 1.1以前の新築分及びt曽築分の捕捉漏
れ

句)10:8;0今

(9) 10:9;0 

ij() 11 : 0:。
ト寸-

(11) 11 ' l' 0 
L ー」一

日 11:2 '0 ~， 

。 川7)→81+日日

日 11:3:0 ! 之4-6斗，斗斗之

ω11 :4:0 :る

日 11:5:0j:2?
「一「寸一

叩 l1;6:01勺，ち弓弓，

6ワ.7 ~ら.r; 3 ラg-37 2，ち lる，

ó8~十 ， L，十08

之，ヨヲモ;.6斗7

I ~ 

Gi 
3ら.0ら守

-----------

巳

ワIL十， Iちユ

2，9ワ， ，986 

③ 

:官

ち之， 39ら

-------一一

a. 

患

屋

家

害巨

分

分

少

価

i攻

減

屋家箪
a

分築改

課税・非課税変更分家屋

l 一}←門寸一→-}()…団

6 L斗千.oCJ ヲ，397， 2， ろo2，CJ98 9o，8d'I.bF 斗

|③ 3， b 32 ，ち 31I~ ワ斗ワ lら l努
/(9，0501⑦ 307 I ~ 

1② q6 ワ19，230

(~ ig. 不均安是正による増加頚等

E歪ヲ互分ラ長在

ち， 32斗，ち2.ユるb， I q g 
屋家分築匹

別

/3， 6:.乙L十

概調家-25

ユ，ち寸 g，020 ヨ7

。。
η
/
 

O
J
 

J
O
 

「つ。。ワr
b
 

ae 
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之，'726

1ιι 

屋

63 ~三度の決定!ヨ搭等
(l~ + a.u .:... ，1ヨ

家分築増

沼和
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法附則第16条第 1項及び第 2項lだよる軽減税額等の床面積

区示lて関する調 〈昭和 ti3年度:こ新 た:こ経減の対象とな「だ:..;:)つについ て 〕

(浦定調査そ の汚

第-!.J.表日三ittl方公共出体コ ー ド |表番号

I li!3!2!li2;814:48 

都
一
車

京
一
竪

東一日一
都道府県名

市町付名

(9) 

{閏 当 f二 .) 床 羽 f_; 
rr 

40 m' 以 上 100m'以 下

区 分 番 (貸家の用にittされる場合法35m'以上 100貯以下)
100 m'組 120m'以下 120 m'週 165m'以 下

号 個 床 国 債
経 ;唆従(千額円) 個 数

床面積(m') 軽減税(千綴円〕
個 量生

床面忠)I日明)I (附) (個) (個)

木 造 90: 1 : 0 1
'2 i 18 34 39 47 54 73 

第 l項 ・3生三間適用
之Cf6 I q， 153 '7， 289 119 l弓，012 斗，ちワら 守宮 13，636 ヨ，ワ I1

木造以外 0 ~2: 0 之 70! 1" 叫ら! ち.1f2 ! 3斗 3.ワ斗! /.斗91 3? I 斗，g9乙 I，r;，i 
0; 3 ~ 0 

zFo l l 第 22貢・ 5.E間違用 。:4: 0 1 b 1 I 木造以外 ケ'，7Y'I- 斗，gg之 10斗 60 2 '17 
.g. Z十 o!s:o ワよ7: 37.~83 1 17，ヨぢq !ち斗 | I b，宮ち寸 ら，1.2つ 13ち (8，8"og I C，3よら

(8) 171 :01 (5) (4) '3) l引
ー‘

11) 

U5i U.O U31 。2))
 

1
 

'
内

uv
(IQ 

概調家-26

2十

床 jj 積 | 軽 ;亥決議
(ポ) I (千円)

九qq76121Mq3幻

之05ssf 糾 lι
I@ 

f. 3 5' lf I '21 

ワ ~， ð83 1 

r;， 0 8!J. 

ユ司 ，Q9三

数
(個)

!:21 

ら3ら

ろ4-斗

個

dつ

ェ
r，

11国当たり床sjf責

領官

一-

ロ

O

m
『

l
i
l
i-
-1
1
11
L
i
l
li
--

，、u
-

、、，，

ρo

-

2
司
日

数
L
U

29 

J乙ヨ

ラ

個

f丁

一
笥
号

道 lbl1i1112

0: 2: 1 

;.~ 10: 3: 1 

。:411i
o! 5; 1 i 

分

ミ争ロ，

豆

ぷA
o 



法府則第16条第 1項及び第 2項の減額適用を受!ナ左かっ:三第-iS表iヨI t昨共団体コー ト |表番号

。11; 3 ; 2: 1 i 2 i 81
7

4 ! 53 
都道府泉名 東 京都

日野市市可村名

住宅の個数に関する謂 (昭和63年度に新た !こ課税対烹と な った七 。 'こつ いて

(補足3亙そ ¥1)9 ) 

JUi 

行 A 床面積要件を満たさない住宅 B 酒洛要件をき奇たさない竺~

区 分 番
4場未0合満d3(5 貸d(家個)の) 

200 m' 超 計
-10m' ( 貸ぽ(家伺) の

場4上0合1d003(5巾貸dM家R)以B の
100 m'超 120I 120 m'道 165 165 m'趨200 200 m' 超 ~t 

場合35 m'以下 ぽ以下 m'以下
号 (個) (個) 未満 ) (偲 )I (倒) (偶) (個) (個)

造 9011io
12 17 22 27 32 37 47 52 57 61 

第 1 項 木 ιICj ワ ι之之

3年間適用 木造以外 01210 10ら 斗 ，， 0 

第 2 項 木 造 0|510

5年間適用 木造以外 0:410 83斗 Y35 
-fr コ 計 015!日 15ちち

(9) (8) (i) (6) (5) 14) (3) (2) i
 

l
 

(
 

也実合番号 i28の突合関係を確認すること。

概調家一27

1担

行
C 居用住住割宅合等が 1/ 2;;長。苛のSF にAi変B額-のC週の月要を件受を目?きなすよかさっなたL金、た宅め

区 分 番 計 う;ち還、床要宅件面積を要件又
個

は 住FS ( 奇たさ
吾号 (個) ない 個 ) (ぽ)

ピoi11111Z
17 

第 1 項 木 ち 3 L之斗 I L十.398

3年間適用 木造以外 Oi2h! 110 ，-~.~3o I 

第 2 項 |木造 01311! 

|5年目Ji適用!木治以外

' 

0: 4; 1 i I '137: /宇-301/.I 

-fr 計 0!5111 ら 3 I 1. Sつ~以じ

-53-

1131 (J21 nu 
l
 



東京都

日野市

都道府県名!メ有 Jミ .~~そ Jコ 10 ‘
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新築主宅 {ζ 関 する調第 46表
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醤

干
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圃守
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.
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共
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01
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チ一

三
あ
の
ノ

内
回
日

九寸女王積円(
1 r;c;， S71 

151，wq  i 

|引.oq之|

!日，1同 1

1 g g， 3 T) b ! 

l92ワ16

1 61，2円 !
1 63，057 ! 

i70，bf?5 ! 

ly d' ，チ61i 

lFQ，0$"3 

15 g， 971 I 

1 6ら，之斗l'

1 
j 

市町村 名

(-1) f31 

積 l
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1 { 1 

斗ら

ヨ

乙予

ワ斗

32. 

I I '1 
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7
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芝
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2 ラ

ラZ

斗ラ

床

ち6

59 ，. / bo 71 

るち 003 ぎ3，ち2斗，ち切 71

18" 3，斗之g-71 

ヲρ0，之Ir;
ワ02，之1671
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52 L I g 9，之01

132 1， 2 0 g / I ， 2 

i62 糾 7，4之斗
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62 
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日
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宿
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鉄骨鉄筋コンクリート 造

外 1..I 
共 i鉄筋コンクリート遺

の|同!三

家 lF¥鉄骨三
ニニ ， ;n )..害

lHン ク 「ー トフ己 ノJ，i 
の他

造骨

凋《

‘.:; ュ。
~ e 

屋 I~を
ト一一
小計 :1副+(JSi十1J61+fI7}-'-1研一'191 /， 231 
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需給事情{とよる減点補正実施状況等沈関する調 (鴻足認査その 11) 第80表
医矧地方公共昨ード|出l

l iJ3j2i1(2dγ。| 」

~
J

、
一と
λ 部

野 市

東
一
日

都道府県名

市町村名

~ 

(6) (5) (4) (3) (21 )
 

l
 

(
 

(注・有に該当する場合に :-1 Jそ記入すること)

概調家一29
-55 
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地方公共団体コ ー ド

第81表 需給事情によ る減点補正率の適用状況に関する調 (補足調査その12)

:3:2:1: 2: 
(新増分家屋について)

都道府県名 東 京都

市町村名 日野市

)
 

-- (2) (3) (-1) (5) (6) (7) (8) (91 

によ~
_----

木 造 家 屋 木造以外の家屋 計

------行 番 号
需給補正によ 需給補正によ /ず7需給補正によ

ト ¥
棟 数 床 面 積 棟 数 床 面積

り減価した額

ζ 笠正
り主主価した鎖aり減価した額

(個) (ば) (刊) (個) (171') (刊) ( 171') (刊)

9 0 1 0 η~ 118 54 40 ~ 62 70 77 
0.95以上1.00未渚

------0.90 " 0.95 " 。2 0 ト¥ /十/
0.85 " 0.90 " o : 3 0 ~ L 竺

レ/
。:4 0 、¥

K 0.80 " 0.85 " 
/"'" 

05: 0 シ/ 、............ 

竺さろ
0.i5 " 0.80 " 

060| 」ここ | ¥下¥0.70 " 0.75 " 

0.65 " 0.70 " 。 : 7 : 0 1~1 __1 ~ 
~ 

0.60 " 0.65 " 日空 ~ 
t--... 

0未 満~ 三三斗o 9 : 0 
|ノ / t十 I o !③ ! ~ 『、.、

概調家-30



体団共方地
が
の
チ

一

一

女
行
ン
-

一

一デ
あ
み

一

一 :3 :2 : 1 ~ 2 

概調家-31

亙盗
塁宣

裏

目

都道府県名

市町村名

不均衡是正実施状況K関する調 (補足調査その13)

(5) (4) 

57-
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第82表

(2) l
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在来分家屋の減価実施状況に関する調 (補足調査そ ;J)1-1) 第83表
|表番号l
gRi 

医矧地問休日
し~ :3 i2 ~ 1 i 2: 都一市一

京
一
野
一

東
一
旦

都道府県名

市町村名

(5) 

木

比

(%) 

坦宴三局宗寺 - ~ク

守i千

タ3

93 

対

付

一

一刷

る1.135 

斗守，ら 2/

(円)

3守，607

価終り

十守

4イ)

単位当た

斗2，ワ35

もち.280

51， /2.8" 

(円)

(ロ)

何)

(4) 

l-::!i 
l斗斗6? 1

20 ② ヲ 50./35 1
30

40. 603 ワ7~ 1 41r7. 63しワη !づ.CJワ1，9 g b 
62

1 

斗 4731② 1763写0313b725Ml弘州仰!23356斗71

(3) (2) 

国床E主

)
 

l
 

(
 

行番号l僚分

屋

木造以外の家屋

計

造家

区



積雪 ・寒冷補正によ る減価額の状況:亡関する読 f浦毛調査その 15)第8-l表
五
ょ

一

A
斗

'
t
;
 

i

;
 

↑丘

一
Q
U

;
 

i

s
-
-

九
百

ナ
品
?

一回品一
(

山
一

方地

r

，ゐ
チ
一

一

y-げ
ン

一

一

で
勺パ

一

一

デ

あ

み

一

一

都道府県名 東京都

日野市市町村名

3:2:1 2 

(3) 

-59-
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昭和 63平安評価額

11) (四〕

雪Zー主K
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地方公共団体 コート |表番号

iR12:1;21dγ5 

-60-

第85表 新築分家屋の評価方法別棟数調 (補足調査その16;

1I1 (21 

木造家屋 非木造家屋
区 分 fT 

付) (司

(1)部 分雪Ij芽 箔方法 9 0 1 0 I 
ちるち 3ネ?

128 

(21 部分 耳11比準評価 方 法 ζζt :__--------152 
20 :23 

(31 総合 比 準評価方法 之3 15ら

~~1!6 fち u .1; i52 
(41 合 計 (11-+-(21 + (31 5 ?~ 斗2斗

者E道府県名

市 町 付名

131 

ぷE弘3、 計

μ}ー{ロ}

J> 9 L十 x

59 

178' 
(を59

1.072 

概調家-34



木造家屋に係る物価水準による補正 (補足調査そのli)第86表

ー

ー

ロ
守
一

Aυ

一

番

で

ι
;
;

一

表
一

8
一

J
 

T
el
l
-
-
-L
ト
1
41ι

体団共方地副「
l
J

ケ戸市戸」 3 :2il:2 
都道府県名

市町村名

(3) 

る補正率

(2) 

2~ 

0.90 

初

0.95 

)
 

l
 

(
 

行番号

。

概調家一35

(注 :該当欄に 11Jを記入すること)
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昭和63年度都市計画税に関する調
都十

口
小東都道府県名

監 査E 市町村名

都市計画区域及び課税区援に関する調第 51表

;;??| 地方公共団体コード

1: 3， 2~ 1; 2 

(司

区 分 行 番 号 | 市 町 村 の 面 積 ( 印 ) …〈千九|一
， l L// 

践校区績の面積 。:1 : 0 
19-f/ {I ノ~ ，?-/チ!

円2:01
⑤ @ @ 

都市計画区繊の面積 2グ/ノρ
2ク//0

(4) (翁(2) (1) 

(9) 

区 分 市12:街定化区の厳有害事無の 書E市計画設の 包市計画事業の

術定の有無 11授の有無 忽 可 の 有 無

課税区反の面積 o i 1: 1 ン/ン/~ ~舌I : 

。!2!1 @ 。 @ @ 
都市計画区是正の面積

/ / / / 

(8) (7) (6) 

認可有…… r1 J 

g可無…… rZJ

、
-，，d

，eJ

-

唱

A

の

る

-
r
'
P
E
t
 

聞

・

・

••• ••• 
、

.

.

 

d
-
-

•
•• 一

有

無

一
役
割
院

戸

際

課

詮定有一..r 1 J 

股定無…….r 2 J 

「一一一一_......一一一一一『
指定有…...f 1 J 

指定無…… f2J

ole入ょの注意

1 別添記事主要領及び突合確認衰をよく読んで記入すること。

調査表Kは.復写がとれるよう黒鉛筆 fHBJ文!;tf B Jで記入すること。

3 歓字は，ていねいK記入する ζ と。

4 骸当のない項目楓は:空欄とし，ー. 0等は記入し老いとと。

単位鋲bの左加ょう主主意ずる ζ と。

6 fノーパンチ表番号ー，覧表Jと「データがある行のみパンチ」の栂Kついては.特K次の事項K注意して包入すること。

(1) 表内Kデ-~が全 〈 左い場合は，表全体に大量( x印を書き， rノーバンチ表番号一覧表J(f昭和 63年度概要綱審(土地・家屋・5市計画税)Jの「ノーバンチ表番号--1(表」与、ぅ。以下向じJの政当表番号の下の縛:こO印そ書くこと。

(2) 表内にデータが径少の場合は，自体コードの左の「デ-~がある行のみバンテ」下の空制K必ずO印を書き， rノーバンチ表番号一覧表」の政当表番号の下の欄にO印そ書くこと。

概調都-1



第52表 納税義務者数に関する調
地方公共団体コード

)
 

-
A
 

{
 

(2) (お

区 分 |行番号lE忌 歓 〈人)A I 法定免税点未満のもの L人) B I 法定免税点以上のもの〈人)A-B

9_， .1 12 22 32 

個 人 。11; 0 .2~ ?sヱ 209 2~ tf.み3

土 地 法 人 。12:0 i3 S- 23 3/2 

昔十 0'3:0 2夕、 j8'I .232 .:2 5ι.>~-

個 人 :4'0 ユ宮 2Jt70，4; 317 2グタ/3

軍E 屋 lt: 人 。1510 713 /ρ ク'.:23
l i 

E十 016:。 .z If" 9.〆3 32.7 2s';6'36  

53. ?22 31? 個 人 017，0 33..1.宇3

歓
1 

.1;;; /0..)ア実 法 人 0'8，0 λ"j/ 

E十 。!9:。 3争}'I3 4ノ/ Jff {Ee>::Z 

-63 

都道府県名

市町村名

珍

東京都

日 野 市

概調都-2



-64-

第53表地積及び床面積等K関する調

(法定免税点以上のもの)
者E道府県名 東京都

市町村名 日野市

(1) (2) (3) (4) 

区 分 布 街 イヒ 区 亀直 市街化調整区波 そ の 他 計

0
1
1:0 

12 24 ~4 45 @57 
土 宅 宅 地 f. J{L卒 93~手

地 地 その他 012:0 ょ守/S' λ7/吉
@ 

の
等 。:310 

@ 
針 /1. ~6 2 /!，、 212地

積 • 地 01410 3 5"/8" 
。

3、..>-;9
@ 

~mZ)i 
015:。 ⑦ @ @ 

官十 /卒、 ?%C; /4.、 ?d"O

家床 木造家屋 。16'0 2、5"/7.jo) ヱ、宝-;7.、 '1Q!-
屋面

01710 2、172，i.μ 木造以外の家屋 2、]72、う1-6の積

(m2) 針 0:810 4、if2， ftj 
@ @ @ 

4、宮?ユ、 %5/

019，0 ]1. >>6キ
@ 

宅
当E 地 }'1.、;1キ

土

虫色 地 その他 1 ~ 010 ~ ~?.) み今1.)- の

の
等 11110 

。
a量 針 ~~. .}3'1 件、 :J'3i
歓 • 勉 112 ~O d. /pd 宮~/DI1-1 
脅蔭】 @ ② e 

雪十 1:3 :0 52宇y.5- f2ι~5 

家 木造家屋
霊

114'0 2'1. ]oJ ZJ. JI3 

の

棟
呆造以外の家屋 1l510 //、 3$<1 1/ 38'* 

数
⑦ ① 

(錬) 計 1 ~6 :0 ~O， 7~7 {l17、7宇7

概調都-3



地方公共団体コード
第54表 決定価格及び課税標準額に関する謂

(法定免税点以上のもの)

市町村名

者E道府県名

)
 

l
 

{
 

(2) (3) (4) 

決 定 価 絡
区 分 行番号

市街化区波 (千伺) 市街化調整区後(千円) そ の 他 (千円う 昔十 (千円)

P 。;1;。12 25 ..35 47 

j'/f j-/9-，、ど~I
60 

宅 宅 地
:;/1‘i/字、ut土

地 その他 01210 三宮、E"/b_.I/3 之宮、 3'"/.1.//3 
@ 

等 計 01310 3ft /3/25"7 計ムぉl、251
@ 

• 地 。:410 fJ /?~~ s:ユ5
@ 

ヌJ.717". S2.> 
@ 

地

計 015
1
0 キW，/J!、f%3宇 令vr..171、15字

家 木造家屋 016'0 'f 111 .RU' t7 '7 ?f6 Pt717 1 1 

木造以外の家屋 01710 9/、t'$S、ztJI ?(き-CS-、之"

屋 μι JI/、Zft
@ 

計 018 ~ 0 /6.卒、 J//.、2?b
よ

Jt.J.‘J/; p8t7 
⑤ @ @ 

合 E十 0，9'0 釘三713.q$;。， 1 

概調都ー4
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地方公共団体コード

区 分 i行番号

9 ' 12 
aヨi:; 宅 地 。11 1 1 

土|
1 

地 その他 。1211
等

計 0'3
1
1 

地| • 地 l日:411

量十 I U 1011 I 

家|
木造家屋

木造以外の家屋
1....1 O? 11 

屋|
計 nl只1・1

会 計 In1011 I 

地方公共団体コード|表番号|

区 分

法定免税点以土になる見込みの土地

66-

第54表 決定価格及び課税標準額に関する調(つづき)

{法定免説点以上のもの)

(5) (6) (7) 

線 税 標

市街化区法 (千円) 市街化調:!f区袋(千伺) その他

25 35 47 

z71. >17. 2/0 

2J /J-t7 18':争

32l/17.17# 

PI.‘b2u，911 
@ 

J'iJ、明。.7t/

/'/.11ι //170 

1J‘!iS-S".‘27t 

I!ft. J/!、2'6

き旬、 /52.251 6 
@ 

第 55表 昭和 64年度陀新たに法定免税点以上

になる見込みの土地に関する調

(1 ) (2) (3) 

昭和 64年度 左に係る昭和

(8) 

計

279.、き丹、 2/，t;

21、 t>~、?&?

3之///1.JH 

''1、b2<J.7的

3'13_、 ??~.7t/

'1 776. Ilt?I7 

?ι 5'8.$".211 

/@ }//2" 

付s:/.12. Z.J-7 

(4) 

行番号 地 積(m') 分譲税標準額 6 3年度分課 納説義務者数仏J A 

t千円) A 税事量準額(千円)B C C 

24 
1 I 

。:1 :0 卒、ロ? 2.Jげ ヱ72手

都道府県名

市町村名

(5) 

東 京都

日 野 市

(9) 

/~t?1. p// 

(6) 

1人当たり謀税操準額

B 

C (円)

3$ タ1~3

概調書B-5



第56表 三大都市圏の特定の市陀所在する市街化区域内の農地K関する調

1: 3: 2; 1: 2: (法定免税点以上のもの)
都道府県名

特 定 市 名

(1 ) (2) (3) (4) (5) 

区 分 行番号 所有者数 地 積 決定価格 課税標筆額 3長 数
(人) (干肘〕 (千円) (千円〕 (筆)

本則どおりの課税がなされたもの 90 i 1 i 0 12 事
24 3 39 

ノ'//、 .1/1 54 ノ/'/、6/1 69 
タ

80 

既
負担調益率L05が適用されたもの o i210 〆イ o之3 / ，6P' 2 J1.?$:o/t" .J.r. .l?;色f?/6 .J. J>j/ 

適

用 上 " L 1 " o i 310 /字。 /10 _1_ /177..2.タ3 ミお1.企3 J~3 
市 !e 

，少 L 15 " 0!4:0 ? 士 ノ~J. .JS:之 //~. ~3S 7 街 以
特 化 外 " L 2 " 015io 1-2 3全 λt:?c>d，?3o ク~t?:、 oð"l /0，J-

区 の
" L25 " 。:6:0 /1 33's-..、16'1 21令tJf"6 2安定 域 も

/.2， 

市 農 の " L 3 僻 0!7:0 / / /ff..、 3ヂ4 i't、多~J- ヱ
市

地
計 018:0 λヱ令。 ノ~ 8'2宇 ね、 Sヲ7J.JI2 .fo:す"s俗'* 1;..//.< (A) 

街 計 0，9jO f、2手{l λ苦之1 (A) 13.、.l1".)jグ?電 台、:f1.ν'<:>/@ ?3ノ4
'街

本則どおりの課税がなされたもの 110 r 0 J3' 91' 7<{2 tJt.2 d.PJ.、013 ノ17
iも {ヒ 新 〈通う用ちを負担受調け盤な措い置ものの ) 1 : 1 : 0 23 /グ ?宏、 t:>I1 /尺6-ノメ 之2

適
負担調隻率L05が適用されたもの 1 ~ 2 i 0 的'3. λ~36 25". 222，〆'lr 23. '151. ~ 3.5'" 3.306 

区 用

区 市 上 " 1. 1 " 1 : 3! 0 //7 /71 弓/9Jて237 .2， fffJo~ <7J 
街 記

" 1. 15 " 1 i 4! 0 媛
化 以

場 区 外 " 1.2 '" 1 ~ 510 / / 2主11_'l_ '1. Uo Z 
一農 域 の

1. 25 1 i 6 iO " " 農 も

農
地 地 の " 1. 3 " 1 ! 7l 0 

(B) 
計 1 : 8 :_0 I、633 ，;.?_ ~fス 7)-.)・ 26.3>7. 379 ヌ107

地 計 1 ! 910 包1 ノJク&-
@ 2 矢2t1~.1;1f7 ~ I 27. ()~()，争 72 ⑬ 31~~ 

一般市街化区法農地 ( c ) 210:0 空2 /3 
。

t_f!i‘打7 ~ J.J7~ ① /1 
三EhZ 計 2 i 1 :0 三丘五 又タ15' 守'J()Qt:>ξ2t' 17.む'()，tf 宮 /Qb

生産緑地地区の区竣内の痩地等(一般農地として級うもの) 2!210 
総 計 2!3jo 2 !/t ヲー1>

@I ηρOQ. }:zc @I 日、長。、 '1/7 ~ 'T/"6 
概謂都-6

-67-
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第57表課税標準の特例K関する調

(法定免税点以上のもの)

書E道府県名

合計

市町村名

(1) 包)

区

宅

地

等

• 
土地

重E

概謂都ー7



第57表 課税標準の特例に関する調(つづき )

(法定免税点以上のもの)

都道府県名 東京都
市町村名 目野'市

概調都ー 8



地方公共団体コード

:1 3 2~ 1:2 j 

-70-

第57表 課税標準の特例に関する調(つづき)

(法定免税点以上のもの)

都道府県名 東京都
市町村名 目野市

概調都ー 9



第 58表 宅地等の負担調整に関ナる調

f法定免税点以上のもの)

都道府県名 東京都
市町村名 円 野市

(1) (2) (3) (4) (5) 

区 分 行番号 所有者数 地 積 決定価格 課税標準額 筆 数

(人) (千111') (千円) (千円) (筆)

io: 1 io 
12 24 39 54 60 

本則どおりの課税がなされたもの .223 ヲ~S" λ.f/2. /S-/ λ1(2. /r/ 33 s" 

負担調整率1.05が適用されたもの 0:2:0 _2tlJJ-今 .fみ1/ fl7d. JV 3. /7 t /.f!以上17.士 3c>.S'/0 

" 1.1 " 0:3:0 ) 3.12 4'// /t， JI!. tJf /井.//2.ダ61 ヱノタ3

77 規 上の " 1. 15 " 0;4:0 72 /6 ゲ71.3~/ タ?え.0.]字
住

模 0:5:0 記も " 1. 2 " 
住

宅
以の " 1.25 " 。;6!日|

用 外 " 1.3 " oj7!日 r / :z3， ni 宮白 0.21 s 
地 。:8:0 3宇/pj-宅 計 ~;.J)J 土'37 ノ'21.:z.t.ft. pjd 1ft?、宮v1.72.5" 

I I 

計 0:9 :。 23‘よクピ t"i$7 丹~ 121. 2tl/ /1.λ4庁'‘ ~7/ 3手、宇手3

本則どおりの課税がなされたもの 1 :0:0 17 今宇 λ ~/1. 宮宇o λ事/17.手。 1/6' 

負担調餐率1.05が適用されたもの 1 : f:O ?ρ47 7ft ]0、&>t:J、/If 23:、?J.久弥? l. 1"1.2 

" 1. 1 " 1 :2:0 1-J7 J7 2‘ 2~7. ぷ?&" スρ工作/ t'1.? 
用 一

般
上の " 1. 15 " 1 :3:0 32 ーヲ 73. 3f/ ε1.:;pf JI 1- 1 

4 

住 記も " 1.2 " 1 :4:0 

宅 以の " 1. 25 " 1i510 
地 用

外 H 1.3 " 1 :6:0 I. J;~ Eす ノ
地

計 1 ;710 ク、タ8'/ λp/v 32.‘ #/.1'37 員夕、抑止?.?手 ノ0、212

計 1!8jo 7、ISO l、 /tl~ 刀、 rd"o.ilア 3之..$/3.8-之寸 /6'、385'

概調都一10
-71-
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第 58表宅地等の負担調整に関ナる調(つづき)

{法定免税点以上のもの)

都道府県名 東京都
市町村名 目野-市

)
 

-za 
(
 

位) (3) (4) (5) 

区 分 行番号 所 有 者 数 地 橿 決定価格 課税標準額 筆 数

(人) (千百) (千円) (千円) (筆)

1i9;。jlL IL4 I.)Y 104 169 国U
本則どおりの課税がなされたもの 292 92 3、u7199/ 3、0'/1、'9/ ~tす

負担調隻率1.05が適舟されたもの 2:0:0 Zff.t>t?3 4字/。 .2ti'!.3$1. ]/( I科、守37.、 I件 1t'.、J72

" 1. 1 " 2i1!日 2~ヱ/ 明。 17. tf3. zi3 Ib、}/i、2)$' 3、8tt
住

上の " 1. 15 " 2:2:0 /()~ /~ //f.237 抗3、2'13 /33 

宅 !eも " 1.2 " 2;3;0 
計

2~4:0 用 以の " I.25 " 

外 " 1. 3 1， 2151Q. t / 25: 111 宮、oi'l 6 地 1 -1 

計 2j610 .h.、'JJ宇 '-~7f ヱヱ宇:tIo.ti'5"7 2//.71/.ュ7(>7 41. 31Jマ
計 2:7:0 JI. 226 Iff! 

。
nf FFTP72@ 

@ 
.#， ?31 ."1) 2111..初、'1QV

本員JJどおりの課税がなされたもの 2;8:0 3D 73 7-. 93( !.2t? II豆ヱキ20 /Jv 

負担調聾率1.05が適用されたもの 2:9:0 2. 57$' ヱl付 79.、 /12、73/ 空主主"1.311 *.922 

'" 1.1 " 3:0;0 !:;{ !o'j 7. 77Q、之れ '/_/{I、ufJ 183 
非

1-I 

上の " 1. 15 " 3: 1: 0 f 2 3究i2タ J2 、 I~t 4 
住 宅

3i2:0 記も 定， 1. 2 " 
宅

以の " 1. 25 " 3:3;0 
用 地

外 " 1.3 " る;4:0
地

5;5ioi g(li'l.、tl7c; 1.1// 計 2.?71 2ztp 31. tl2!、f幸宏

5j6jO 
@ 

初、t/V'I.J'I8 Ef) $Q:j庁、Iプク @ fグ片/
@ 

計 3、otJJ 23す3

概調都ー11



第 58表宅地等の負担調整に関ナる調(つづき)

(法定免説点以上のもの)

都道府県名 東京都
市町村名 目野市

)
 

-(
 

(2) (3) )
 

d
性(
 

(5) 

区 分 行番号 所有者数 地 積 決定・価格 課税標準額 筆 数

(人) (千肘) (千円) (千円) (筆)

本則どおりの課税がなされたもの 包(710|12 24 
/d.) 

39 54 
/.I?d台、合//

69 S念タ 80 
。 I

3~2 .1，17 b J .f' /，/ 

負担調益率1.05が適用されたもの 3:8:0 TJ;手/ 7.3すア z誌、J;作:N2 2b~守、恒三 PI7S' 手立三?字

" 1. 1 " 5lml J:zS7 fグ7 z$: ~昨:3_ぎ"36 23.、今/7.3.2/ 主的?

毛__，_司， 上 の " 1. 15 " 4iO:0・ /09 20 '!03./t/ b..f. Jg'1 /Jf 

地 記も " 1. 2 " 4;1io 

計 以の " 1. 25 " 4:2;0 

外 " 1. 3 " 415101 2!: 19/ ~~f~ / 

計 4:4:0 ρ.?β 守~/fí 3/1の1.2.35' 273.、伝子守71 1-7.、73'S
計 4:5;0 7)ljf ~ 3/1.、!/~. '1-1匂 277、stt.l/0~ 旬、J'!2

@ 
J? 235-

本則どおりの課税がなされたもの 4:6;0 3 y Ip.・16:守 ，~、 /17

負担調益率1.05が適用されたもの 4ー4」J171' 0 :z ，，1(. /3タ 写/J/.I1γ 2、9/)..宇ヱ予 宇/1

" 1. 1 " 8:0 j、07'> /0;了予 :;.If.oIJ. 'M1 2:1.3/5". tl3 3、/'19

そ
上の " 1. 15 H 4:9:0 I~ 12 I _，_j_1J. J7~ /、之12.tマ4 /32 

の
~è も " 1.2 " 5ioio 

他
以の " 1. 25 " 5:1 :0 

外 " 1. 3 " 5:210 27年 "タ 93.)3~ 多量、717t" 7ry 

計 5:針。 I、133 /713 2言、'l5f.、?妹 フム旬。、 II$" -11.11 

計 5i4~0 l、136 /7/8" 
@ 2~?16. 613 (ft 2t、tSI?ク'i(!~ 1.1.?S-

@ 

」一一一一一

概調都ー12
-73ー
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第 58表 宅地等の負担調整に関する調(つづき)

(法定免税点以上のもの)

)
 

-
E
A
 

(
 

(2) (3) 

都道府県名 東京都
市町村名 目野市

(4) (5) 

区 分 筆

ー
川
判
可

本目Ijどおりの課税がなされたもの

負担調整率1.05が適用されたもの

" 1. 1 " 
メ入
ロ

の

も

の

上

記

以

砂1.15 

" 1. 2 

1. 25 

外 1. 3 

計

計

行番号

計

12 

5:6:0 
-←← 
5~7:0 
~ 

5:8:。
5 :9:0 

6:0:0 
ー.L.._L_

6! 1 :0 
6:2:0 

6:3:0 

-
q
ζ
 

人
一

数

(

-

者有所

32タ

}0'，7与E
全3;;2

It? 

地 積

(千m')

一一一一一-L-
39 

決定価格

(千円)

54 
ι/之官 Od"t7

乙館、 710'.s-07 
将、f171.}$.J 

ス1ft.s.).> 

課税標準語

(千円)
一一一一-l-

69 
ι/2季 02'0

2マヱ、 3)7.、 与2S"

+ま?8"J‘ 23{<

λ7.{8'. .zb 3 

5}3 

誌、710

q、123

2グ/

ラgO

3f. c♀4 む

J5:、宮'1/

~bJ 

Aイ1712

ノ'1.262

@ 

。
/23.、 '13'1 I J{. Ji7 

3和、.)07.1'11む¥政州、 7f斗も

J?I.‘お1、 ;z ~7 @ I 326，1/;7. 771f 6 

竺
Mm一
川
町

M
M

、一。
。
。

梗調都一 13



区 分

本則どおりの課税がなされたもの

一 負担調笠率 L025が適用されたもの
般 上

市 詑
H 1. 05 H 

街 以 H L 1 凋，

化 外

区 の
H 1. 15 H 

担ま も
" 1.2 " 

農 の

地 計

針

本則どおりの課税がなされたもの

上 負担調整寧1.025が適用されたもの
上

記
記

N 1. 05 N 

以 以
" 1. 1 " 

外 外

の " 1. 15 " の

農 も
" 1.2 " 

勉
の

計

針

本則どおりの課税がなされたもの

負担調整率1.025が適用されたもの
dロL 上

記
H 1. 05 H 

以 H 1. 1 H 

外

の .， 
H 1. 15 H 

も
" L2 " 

計 の
計

計

|行番号

もi1 : 0 

0!2iO 

0:3:日

0;4iO 

0:記。
0~6:0 

017jo 

0:8:0 

。:9:0
110!o 

1 ~ 1 l 0 I 

1:2: 0 

15io 

1 :4: 0 

1 ! 5: 0 

1るjo
1710 

11810 

1!?10 

210io 

2: 1 !日

第59表農地の負担調整陀関する謂

(法定免税点以ょのもの)

(1 ) (2) 

所有者数 気E 積
(人) (干肘〉

12 24 

ダ3 13 

4.3 /3 

~3 ③ 13 @ 

~3 /J 2: 当五! 日
2i Io| 43 @ /3 @ 

2;4jo 手3 13 ③ 

-75-

(3) 

決定価格
(千円)

/1:7守:~'j守

/07. i71 
/ク9.Fi'!

。

/1>1.、7'19

/0<;‘3'-79 @ 

//)9i9ヂ @ 

都道府県名

市町村名

(4) 

課税標準額千
(円〉

ヲ.3クi{

">37年

33'"年
@ 

J.3クタ

又"3ク~
@ 

J.17タ @ 

(5) 

筆 数

(筆〉

69 80 

6b 

It 
u @ 

" '1 
。

tJ 
概調都-14



区 分

宅 地

そ の

等

合 計

地

一

地

地

表

一

・

慶

長

波

一

波

域

区
.
一
一
山
区

レ
L

-

，1
2

1

H
一

街

街

省

一

市

市

市

一

用

用

般

一

適

適

一

一

既

新

波

農

地

市

街

化

区

由
度

合 計

-76-

第 60表昭和65年度防いても本賜矧とならない土地に関する調

(法定免税点以上のもの)

行番号 、‘，，，

一
数
人

-，、
一
考

}
-

・・ゐ
E

{
-一

有
一
所 土佐

一…

Ih--
山
一
山

l

一

I

引

7

一
山
』
川
市

H
W一一…一

引

一

日

一

一

周

一

度

24 

宇

t 

C

一
5

//) 

(Zl 

積|決
(千m')I 

/ 

/ 

/ 

2 

/3 

/ 

(31 

定価絡
t千円)

d

y
一
3

/

3

一
d
f

i
'
H
d
，
 

M
川
一
ノ
、
一
危

3

2

一

汐

げ

仰一

ρ一
ρ

F

ハ
仏
一
以
一
一
月
一
一
月

/$)、 3与:

都
一
度

京
一
塁

東一旦
名
一
名
一

県
一
村
一

迫
一
町
一

都
一
市
一

(41 

盟校篠準額

(千円)

(51 

釜 数

(釜)

80 S4 69 

33"> ル
ア
一
ノ
一

-f-m 
.:JSY 

3'tt~ 

/1ダ2

3_31r 

36.1;.61' 

g
一三

μ
一一
μ
2 

/ I争 試合、ヱむ ま?宮37 JF 

概謂都ー15



昭和63年度償却資産に関する概要調書等報告書

(讃却資産・市町村交付金)

第 o0表ノ パンチ表番号

地方公共団体コード

o ae入上の注意

各調査表の作成に当たっては，!C載要領及び突合確認表により内容を十分精査すること。

また，各調査表の太S患の枠内の数値'-j，・電子計算段によって集計するので，下記事項に留意のうえ，記入すること.

1 調査表には，複写がとれるよう黒鉛筆 rHBJ又は rBJで記入すること.

2 t主径は，ていねいに記入すること。

良い例 1234567 1! ~O 

P 例/吋r-rfノν
。

3 u<当のない項目凋は空調とし，ハイフン(ー) ゼロ (0)等は記入しなυことε

4 単位の祭りのないよう注意すること.

5 rノーバンチ表番号一覧表Jと各調査衰の「地方公共団体コード」の左側にある「データがある行のみパンチー

の側については，特にと意して記入すること.なお.詳細は， 12較要領第(i三ノーパンチ表番号一覧表」そ参制

すること.

-77-

山府叫名 東京都

市町付信 日野市

~~ ":'令・?

予言~ <e-:: 

(イ} 点内;亡デ-~が会〈可とい場合;立， J更全体K大き(x印を奮さ .rノーパンチ炎番号

、-一覧表Jのt!当番号。下の空調にO印を書〈 ζと。

{ロー) 表内 iてデ-~が径少の場合，.....団体コードの左の「デ-~がある行のみパンテJ の

トの~OJ，-r:必ずG己でを書き. [ノーパンチ表番号一覧表j の政当番号の下の空樹;~C'

印を-&ぐこと。

(ハ) [If]ー災番号で~表えわたるもののうち祭デー F又は極少デ-~の表がある渇合の当

主主表の忍り~いは， (イ}又は(ロ)の取り扱いと問機である。
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il:第 74 3条第 1lfiの胤定に よりiaHす
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概謂償-4



市野

東
一
日

都十
口
小=.汁ヲヱ，ej-'7

ヨU.iU :l'!;ii電 τコ

市町村長が缶詰等を決定じえもののう ち法第34S条・乃3ス:二法:百三11

第15条の堤定力遺用を受 ;ナるものに関する調

(法第 3-t9条7)3話係・市町村計〉

事 i3表
円台| 地方公共団体コード i表番号
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市町村長が価格等を決定したもりのうち法第 349条の3又は(云附則

第15条(1)競走の適用を受けるものに関する謂
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第 28項

条京 20 ;.:責 ( 日~，江 ffi"tÜ話17; )

「
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:=r:云了てす妄か・語格等を;吏;乏 しえも心心っち法第 3-19会 つ3叉;工.去バ三lj

第 15 条1~現走。適用を受けるも D~て顎する謂

c;去町長iJ第 15条閣係・法人分つづき 〕

第 -;-;)表

都ム
ロ
小東都道府系名

市 ::;y村名 日野市
‘8) (6) 171 

謀反標さ!!:i61

の特例手1(')

fι司) '61 C 

'')1 1.1) 1:21 <ll 

Z主主ヲ二":61i 

ら干干 ~!三" C; i

'61 c ' 

II 

概調償-22

i票 註努筆Jti ! 
( ~宍 j

'BI 
且U 冨-

. ~ .. '0 'Dt 

一任定 :]l ~各

1 !百二;;--~喜 {符定弐芝姥) 4 7 0' 12 ，c 。 &士 i55 157j50 71 
~ 一-

i i!日落。ミ (喜重 ~t:1 主主 主設) 4 : 8 : 0 I 2 :レ l

旧第 ~O項 (~g ;-~駐車上位 ) 4 : 9 ; 0 I 5 

旧第12:ヨ111(主主軌道用情築物) 5 : 0 : 0 i l ' 2 i 2 3' ! 

!日第12項:2)(省エ不 Jレギー設備) 5 1: 0 ふ/ア./えデ 4 5 ダ9.).7グJ
、 戸

i法
旧第15'頁 t訣軌道清掃築物) 5 '2 0; 2 3 

l日第語 (通信放送会i!!ll町島) 5 : 3 : 0 i ‘‘ま¥ .: ー

旧第16項 o也峻エネノレギ一利用設備) 5 : 4 : 0 I 3' J 
， v 

、‘ 、

附

5 : 5 : 0 !1i21 
， 

旧第18項 (転換交付金取得資産) d唱‘
、毛、

CI:色(新緑矯築物) 5 ! 6 ; 0 I ! 1! 6 I 
自I[

! (?; (新造車両)
、

5 : 7 : 0 

i主 (移設情実効) 5;8;o; 、， 1 5 
第 l

i! 申.. 、河送川用事i'i ~業E等に!系る訣敬、F 5;9:o; 

⑤(変・送，@.用資産) 6 ! 0 ; 0 I 111! 5! i 
‘ 

. 
十

6 ~ 1 ! 0 I |日第19項 ⑤ (鉄軌道府情築物)

⑦ (ili庫関i割高築物) 6 : 2 : 0 I I 1! 4: 
立

6 ~ 3 : 0 I 1 る 1 3 を (雪崩.~石等士t ;_fi設清J

I@ (立体交差1ヒ紛) 6 : 4 : 0 ! う

条

|命(立体交差1ヒ叫) 6 : 5 : 0 i 

lii凶交左it蹴) 6 i 6 : 0 ミ

|日第2']:三 (心身自害者泥沼*設J 6 : 7 : 0 i i 4 i :: I .. 一予 ι』

!日ヨT'"':l実(1)(笠公害化生産設備) 6i8;o! 2: :5! 

!日烹2ぷ真121(笠公害1ヒ主主1):::;) 6 : 9 : 0 i 5・ 5

7 : 0 : 0 !ノρ討作J -1ー |メ 660.//2ー ょイT

'Al 

羽
目
一

。

準努

研
一
c

e

現

×

回一時

一

判

弐 :芝匂 z苔

t 色~ 1 。AJ
=-つ一妥{汀

z 
'J1 :K 



第 79表

地方公共団体コード |表番号

1 :3 ;2 )1 :2 j8 1
7
7 :89 

区 分 行委号

100万円未諸のらの 。o! 1 : 0 i 12 

100万円以上 110万円未滋のもの
，，4 

110万円以上 120万円未満のもの
56 

120万円以上 130万円未満のもの 90 j 4 : 0 1
'2 

130万円以上 140万円未満のもの
34 

140万円以上 150万円未満のもの
56 

150万円以上 160万円未請のもの 90 : 7 : 0 i 12 

160万円以上 liO万円未諸のもの
34 

170万円以上 180万円未演のもの
56 

180万円以上 190万円未満のもの 9 1 ・o: 0 1
'2 

190万円以上 200万円未滋のもの
3< 

200万円以上220万円未t高のもの
56 

220万円以上240万円未演のもの ?1 e510112 

240万円以上 260万円未海のもの
~4 

260万円以上 280万円未議のもの
56 

280万円以上 300万円未議のもの 91 : 6 ; 0 1
'2 

300万円以上 1，000万円未満のもの
34 

1. 000万円以上2.000万円未満のもの
56 

2.000万円以上 3.000万円未済のもの 91 i 9 0 1:
2 

3; 000万円以上 1億円未満のもの
54 

1億円以上。らの

計 92 ; 2 ! 0 1
'2 

計
の
内

条 関 知事記分分

訳
法第 7.t 3条規{系 92 5 : 0 i ~2 

昭和63年度 償却資産の段階別納税義務者数等に関する調 (市町付計)

宅内 '"' " 

(安要調書有毛謂歪)

。1) (2) 

主王 N 者 主主 内! ;軍 税 標 t寧 E言

/. ~ó立 さーさ-2-ê~ ア

~~ 4ーさーァ!?J

一生?
65 

b209七
21 

合/、チt兵 jらLj

ご~O
43 

6ア、CノD
65 

むつーらる tι」ιo
寸ρ Ij~ら t.ts:-o

三'i-..<.と とえ て 7/~
65 

~寸 五豆、パ/
21 

主コ 丘三'00/t= 
δ~ 

43 

.62-27っ
65 

_2__QらるλL，l..J 

~ι /λ2，え ~O

J/ 
<3 

ケフ:0〆ワ
65 

~ 五三と ρo.j
21 

主主 bJS/，L'X 

δ4二8'
43 

J主主音 δ 。ι
65 

~ーら丈ワ!~金J乙

タフ /， I~子ρ8タ J

丘i 盆土2.L仏之

~t.，ど 1

65 

ヲ7、之宮?λ t?g
~ ?}/ /) 

21 
/。アダ寸之 Pダ之

ヱ
43 

/<;}与をてコギ/)0
65 
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都道府県名東京都

市町村名 日野市

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

33 

概調償-23
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昭和 63年度市町村交付金の交付額等 K関する調
tlIi ;a Ifl Il.¥ち東京都

.市町村包 日野市

}
 -t

 

(2) 也i 叫】 (5) (6) 

関 有賢司E

区 分行 番 号 台 仮 面 俗〈通知底侶} 軍定tI喧錨 交付電 a 金 Jd

， 土 H! (干円} 家 組 t千円] 償却 伝産 L干同) 針 (千円〕 (干円) ω ω=ι'Qιo 〈円)(RI

位保 '/5の通忽がふるもの 0:1 : 01'2 122 I~'----ー- ・固 勾 鍋 7， 

貸 宅るも '/4の適用があるもの 0:2:0 J2 こ:l. ~.αεo ---一一一一 JUS'___sど8'_.o 、子7え/・~Ol 229，500 
付 ，ノ n ノ「、o

にの Z/Sの適用があるもの 0:3;0 主~/[li.i L主ヰι9RI --==-====== I 16ア，6o'平 !:.22-?3 9IO JgD  
置

住宅以外のもの 0:4:0 J6/22 1 _j I 1./22_ I 6.122 I 8>.700 
産 /)() 

虫、¥も¥も 260.7gg I " tt ミ tLLÆ_ ~0 1-L ‘ Z 3'6 I /11.//35" I 1，宰3j，5i.oc

E 国 '/5咽沼市同 0-; {，; 0 一一一一一一一一r一一一一一一一ー~I <l:! い の 通 用があるもの 0:7:0

すgるE 定'aR E z にの 2/5の適用があるもの O~8~0 I ~， 

住(，ラ2ゐJLA4怠〕の 0;9:0

針 1: 0: 0 

権 1 : 1 i 0 ーーペ--三ょ三こ二二三三二
間 12理…餓に係るもの 1: 2: 0 1__________ 1 ______ 一 一一一一一一一一一一一一一一一--
22222 庇記恋~!:11:3:0

道主所4証竃ーR す国定，依るE J叉U5mにZ崎2a，品f E E もの 1: 4: 0 一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一-一J 2/5の酬があるもの 1! 5: 0 

特例事の割問いもの 1:6: 0 

施産 計 1 : 7: 0 1 1 1 1 I 1 

雪作山…に供する 土 煙 1:8:。一一一一 一一一一 4=一一一二一こ一二一二一二二一ー二二一一ー 一一一一一 一一一一一 一一一一一 | ~Iî ーが あるもの巾;0-一一 ょ一一一こ--二J 一一一一一一 三三二 i
3/4の適用があるものが 0:01_一一一- 一一一』ー

5f 2i猛ii||叩 の酬 がないもの 2:1:。一一一一ー と三三二二 ょ一一こ一一こー 一一一一一 一一---
産依す恩定'る資 宅定語多E降註@釦足を受長る江儀aA』fi 1 f i | ，/2 の適用があるもの 2: 2: 0 ，p-ーーー-

5/am酬があ矛もの 2;3:0 -一一一一一
州事の適用が近いもの 2:4[0 叫 一一一J 一一 J 一一一一-一

針 2:5:0 

合 針 2:6;01 260.7r~ I /丘ま U9'd?I 1 Ij o~.1 8'/ 1 /]1.//S- (33s:r.170 
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輩東京都 ;n府 V，¥名

昭和 63年度市町村交付金の交付額等に関する調(つづき)
号

一

8
9

番

ア

;

表
一

8
一O
O

一一
η
L

コ
寸
，
l
'

体
一

1

畑
一
，

2

.、、品

-a

抗
一

3

地
『

-
1
i
 

M
M
n
b
'
 

タ
戸
何
ン

デ

b
A

野 市日市町村 q

a .. 

，轟 軍亀

区 分 181 + 0 (D I IFI (D - (F) 

9 1 土 曜 刊|家 屋(千円) la!iD iI~(干円) I 針 t干円) I (干円) I 0 x封阿， {内)i (阿) (円}

住係 '/5の適用があるもの

0: 1 : 1 1'~ ， tL66 ωlU 収 。捌:/J:三//三占「/a三le|且('(L)oo ，'iO&-山Ld知")'.:l叫ι0U94'.1"/a6

1

「

lE

ん
H
，_lAI仰
f.，troJhioM 

J 
n 

。;1 : 21 ~j， /60 ，.?oo 1ら左往必 之ムL起立貸る

付

宅
b I '/.の適用があるもの

鐙

4
盆L三三 o./&t.89J 0:2:2い盟主泣いo，~/9_ f??O 2 0-20， no 

にの 2/5の適用があ告もの 0:3:、1 λDIL/ムワIL ミoき主/tL./ oe3l2l1 i心
2

222300l lノタω之 l.1.fo .& 1， f~今主主9債

住宅以外のもの 0; 4! 1 α《斗&''''， /~~{L)ð1 /~，ムフムム ノPムフ斗え 13立企 /00
Ol412 443.2ddlふο/よフ/0 a j///"守/0

産

針 日:11必9..:L...i臼〕
l

以 4 4 1 /パ 9/4fつ山
l

rdpjjU154//2l年ムt7JQCJ_ 0: 5: 2 Ls-.;.n3，、，，_~~_ _Lttつ/斗 9f?o WQ_Cl2Cl 

Z
用
の

M

る

'/5の適用があるもの 。;6: 1 ! 1 1 0:6;21 

6こ

宅
b I '/.の通用があるもの oi7;1 」ここどケ I 1 1 0:7:2 

にの
2/5の適用があるもの 0: 8: 1 

-------
0:8:2 

住
(1

宅
/2の以通用外があのるももの)

の 。:9: 1 0:9:2 

計 1 : 0: 1 1 : 0: 2 

|指I~~ロ豆… 胞 1:1!11~~プどどで
---------------------

1: 1: 2 

地方公営企業に係るもの 1: 2; 21 
"を多目的ダゐ俸の電車の適用

1 : 3: 1 1・3・2を畳げる多a問ダムに‘るもの

1/5 の適用があるもの 1;4;11~1-<どこ三こここ 1: 4: 2 

2/~ の着用があるもの 1 : 5: 11 

________ 

1: 5: 2 
又

t
ま用にの定資

II 
符例寧の適用がないもの 1 : 6: 1 1: 6・2

電費

1 : 7: 1 .ll 針 1: 7: 2 

E 
z
号
車

h 酬叫明に供する主雄 1: 8: 1 

________ 

1-------- 1: 8: 2 

主語・司事

のダふす図る
悼の高周があるもの 1: 9; 1 ど三三 1: 9: 2 

3/4の通用があるもの 2: 0: 1 ----------1 1 2;0・2
用の

用供に定
章資 特例唱の事用lJ'f~いもの 2; 1: 1 ----------1-------- 2:1 :2 

旬す銅にる院
ま的特

A

多'固LE
定温黒音の現@色

44

多柳

る

g

を

YEb

録

ダ

巳

る

b 

川~ (1)・J1!J)喝る もの 2:2:1 -------1 I 2:2:2 

3/‘の適用がある bの 2:3:1 

------
2;3:2 

定

2 符例事の適用がないもの 2:4: 1 I _______1 

________ 

2:4:2 

It 2;5;1 I 2; 5; 21 

合 計 2; 6; 11旦げ7.1.s67I A.，j..)O凶 1 O~ A.7R !/A.. 1.t6， 06 / 3.904.， 11之出迎夕00 2: 6: 2l伝的.~()_!_s_L2!主笠。 ク'80.020 I 
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日野市団体ち
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市町村交付金に閉する調昭和63!1t，度二

土庄

-

ー

ー
" "ー

また

興--" 

へ.、4 ・4・tモて

ミ L

ヰミ公

一一同

額一金一
斗
斗

a
一一

井
ニ
交

. 守 600

主
巨
(

治
一
刊

由

=

ね

h
M一
一
訂

通一所管官P局

警察万

% 

ノ向ー2 国

事亙区小

土O()/4"-' is6;， O:t I 

CD 1.疑問的繍!之鎮守黄色紙楚封b表示I山記入おとC.ねり陥該当廷にσ印さつけるとと，

2..所管苦情械は包にあえ凶胸、財渋面俸にあえぽ包体名古ひするこC.

1宕3j_J-oo



t.7;'r 1 ::号室a

Äコム‘.~:

努 2表

葺県走路長色除ぞ寄与に:t;認す寝込霊r語 J て く民主~ ~，もコ '6 
戸、

".i .. ~;. 出戸・ 2紫;.~. こうう・〉

副主~B_ !lfJ.二_rll一一

.詰王者i免除に探る免除;談話!i;包方税法第 5奈:箆:境保明)
該当なし

不均一課税に係る i酪減税強(地方税法第 6条お 2羽関係)
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ちt3表 減免税務〈地方税法話:3f. 7長i話係)




